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第 1 章 調査の背景  
1.1 背景 

ベトナムの都市人口は、1995年には約 15百万人であったが、2010年には約 26百万人に達して

いる。都市人口の増加に加え、経済成長と低価格オートバイの普及によって、ホーチミン、ハノ

イ等の大都市ではほとんどの世帯がオートバイを保有するようになった。1990 年代において、

自動車の登録台数は急激に増加し、オートバイと自動車の台数は、それぞれ 1990 年の 121 万台

と 25 万台から 2006 年の 1,862 万台と 97 万台に増加した。自動車とオートバイの半数以上がハノ

イ市とホーチミン市という 2 大都市圏に集中しており、その結果、都市部を中心に道路交通量

が急激に増えており、渋滞の発生、交通事故の増加、大気汚染、都市サービスへのアクセス困難

等の問題が生じている。このことから、ハノイ市及びホーチミン市において都市公共交通システ

ムを面的に整備すると共に、その利用を促すために私的交通手段との接続及び公共交通システム

間の接続の円滑性を確保することが急務となっている。現在、両市においては、様々なドナーの

支援のもと都市鉄道(MRT: Mass Rapid Transit)やバス高速輸送システム（BRT: Bus Rapid Transit）

等の大量都市公共交通システムの面的整備が行われている。他方、様々なドナーによって支援さ

れているがために、接続の円滑性が今後の課題となっている。特に、各都市鉄道路線の乗車券に

ついては、非接触型 IC カードの利用が提案されてはいるものの、規格が統一されていないこと、

また路線間での決済の仕組みが整備されていないことから、ユーザーは路線毎に異なる IC カー

ドを保持することになる可能性がある。 

かかる状況下、複数交通事業者間で相互利用可能な IC カードを普及することによって利用者

の利便性を向上させるべく、その実現において不可欠な路線間及び事業者間の決済システムの構

成や整備の優先順位、管理方法等について検討する必要がある。 
  

 1.2 調査目的 

本調査はベトナムにおいて電子マネーとして一般的に利用可能な交通系 IC カード(以下、統合

IC カード)の普及を通じて人々の生活の利便性向上を図るべく、複数交通事業者間での相互利用、

また電子マネーとしての利用を可能とする決済システム(以下、上位システム)の在り方を検討す

るうえで必要となる情報の収集及びその整理を行うものである。 

なお、交通系システムの階層で整理した場合、当該上位システムとは図 1.1 に示す様に各路線

建設プロジェクトにおいて所掌するサーバーの上位層で、機器構成の 6 階層モデル(図 1.2)では第

4 層(事業者サーバ)～5 層(CCHS: Central Clearing House System)で発行者としての機能1を保持する

システムのことを指す。 

 
 

                                                        
1 カード発行者機能とは、カード ID、カードステータス、SV(Stored Value)残額、定期券情報、個人情報等などの

IC カード情報を保持・管理する機能である。なお、カードステータスとは、売上認識の早期化やカード発行状

態の把握のため、「発行前」「発行済」「回収済」等の状態を管理する項目である。 



電子マネー・交通系ＩＣカード 

ファイナルレポート  情報収集・確認調査 

- 2 - 

図 1.1  本調査が対象とする上位システムの位置付け 

 出典: 調査団 
 
 

 
図 1.2  交通系 IC カードの一般的な機器構成 

Level 1: AFC(Automatic Fare Collection)機器は交通モードにより機器が異

なる(鉄道／BRT 事業者：自動改札機、駅係員操作端末、自動券売機など, 
バス事業者：車載器、乗務員用ハンディ端末など) 
出典: 調査団 

 

なお、IC カードは読書き方式・支払い方式・利用場所で一般的に以下の様な種類が存在してい

るが、本調査では公共交通全般で利用可能な非接触・前払い方式の IC カードを「交通系 IC カー

ド」、当該「交通系 IC カード」機能に加えて市中店舗でも利用可能な非接触・前払い方式の IC カ

ードを「統合 IC カード」と記載する。 
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・読み書き方式 

接触型・非接触型の２つの種類が存在する。公共交通の乗車券では、決済スピードが重視さ

れるため、非接触型が採用されることが多い。 

・支払い方式 

前払い方式（プリペイド）・後払い方式（ポストペイ）に大別される。公共交通の乗車券とし

ては、前払い方式の IC カードが採用されることが多い。 

・利用場所 

公共交通（バス、BRT、MRT など）の乗車券、市中店舗における小額決済手段などで使用さ

れることが多い。 

 

 1.3 調査対象地域及び相手機関 

本調査の地域及び相手機関を表 1.1 に示す。 

 

表 1.1 調査対象地域と相手機関 

対象地域 

相手機関 

ハノイ市 ホーチミン市 

運輸交通省鉄道総局 ○ ― 

ベトナム国鉄 ○ ― 

ベトナム国家銀行 ○ ― 

人民委員会 ○  ― 

人民委員会運輸交通局 ○ ○ 

人民委員会鉄道管理局 ○ ○ 

科学技術局 ― ○ 

○：調査対象 
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第 2章 周辺諸国における交通系 ICカードの整理 

 

2.1 ベトナム周辺諸国の概要 

ベトナム周辺国において交通系 IC カードを導入している国の状況を Appendix-1 に記載してい

る。この中でも比較的、IC カードの使用年数が長い日本とシンガポールについて、その状況を 2.2

節及び 2.3 節にそれぞれまとめている。 

 

2.2 日本 

（IC カードシステムの導入から全国相互利用までの歩み） 

日本では、2001 年に首都圏で JR 東日本が IC カード(Suica)を導入したことを起点として、様々

な地域や交通系統で独自の環境・サービスに合せた各種の交通系 IC カードが発行されてきた。一

方、この様な動きに合わせて、各地域・交通系統のカードを相互に利用できる様にすることを目

的として、交通事業者等は相互の出改札機器でそれぞれの ICカードが処理できるような共通規格

(後に述べるサイバネ規格)を定めた。以降、各交通事業者はそれに準拠したシステムの拡張を行

うことにより、地域・路線の特性を生かしつつ、鉄道・バス等の国内公共交通におけるシームレ

スな移動を実現可能とする工夫が施されてきた。 

交通系に加えて 2004 年 3 月には、Suica で買い物が可能となる Suica 電子マネー・サービスが

開始され、1 枚のカードで駅構内の様々なサービスが受けられる様になり、IC カードの新たな利

用シーンが生まれた。 

2007 年には、関東の鉄道各社が IC カード(PASMO)を導入したのと同時に Suica との相互利用が

実現した。この際の IC カード利用率の増加については約 20％増と顕著であった。これは、必然

的に磁気定期券によらざるを得なかったPASMOエリアの鉄道と JR東日本双方を利用する定期券

旅客が、IC カード 1 枚による利用が可能となったことで、従来の非 IC 乗車券から IC 乗車券へ移

行した結果と考えられる。 

JR 東日本の Suica は、関東での相互利用実現に相前後しながら、関西や北海道、九州地区での

相互利用実現を果たし、徐々に IC カードの相互利用エリアを広めていった。更に、全国相互利用

に向けて、各カード発行事業者等による協議体が設けられ、機器やシステム、サービスといった

具体的な課題解決を行うための会議体を通じて各分野の専門家が準備を数年かけて行った。 

その結果、2013 年 3 月には、全国の 10 種類の IC カードが相互利用可能となる全国相互利用が

ついに実現し、日本の全国５つのエリア（北海道、関東、中京、関西、九州）にまたがる 321 路

線(11,500kmあまり)をいずれか1枚のカードで利用可能となった2。当該10種の発行枚数は約8,000

万枚、人口カバー率（相互利用可能地域の人口）は 80%に上る。全国相互利用により、IC カード

の種類や利用店舗を意識せずに電子マネー・サービスを利用できるようになり、全国相互利用開

始直後は約 9,000 万件だった月間の電子マネー・サービス利用件数は、2013 年 7 月には 1 億件を

超えるまでに増加した。このことから、利用シーンの拡大とともに利用者へ浸透していることが

                                                        
2 詳細は Appendix-2 参照 
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伺える3。なお、「電子マネーは客数増加効果があり、Suica 導入店の売上高は未導入店を 3 ポイ

ント程度上回る水準で推移した」との報告4もある。 
 

図 2.1  日本の首都圏における都市交通 IC カードの概要 

 出典: 民鉄協会広報誌「みんてつ」2008 年春号 

 
（Felica 採用の経緯） 

わが国の交通系 IC カード相互利用で採用されているカードは FeliCa である。最初の交通系 IC

カードとなる 2001 年に導入された JR 東日本の Suica における FeliCa 選択の最大の理由は、首都

圏のラッシュアワーの旅客流動をスムーズに確保できることにあった。JR 東日本は 10 年以上に

わたる研究開発を経て、1998 年に IC カード出改札システムの導入を決定した。この間の研究成

果を踏まえて改札機通過性能や通信速度、カード内の処理速度等、首都圏のラッシュアワーに対

応するために必要な性能要件を取りまとめて、国際競争入札により IC カードシステムの調達を行

った。複数のカードタイプや海外企業からの入札もあった中で、性能と価格を総合的に評価する

「総合評価落札方式」により FeliCa を提案したソニーが落札し、その採用が決定した。 

その後、他エリアで導入された IC カードも同様に FeliCa であるが、IC カードに対する処理は

基本的に Suica と同様の処理が行われている。これは、先に述べた交通事業者や IC カード対応機

器を提供するメーカー等が加盟する業界団体である日本鉄道サイバネティクス協議会が、将来の

相互利用を念頭に定めた共通の規格(サイバネ規格)に準拠して設計・実装を行ったためである。

そのことが、2004 年の Suica と JR 西日本の ICOCA との相互利用を皮切りに、段階的に各エリア

との相互利用が進展し、最終的に 2013 年の全国相互利用実現の障壁を下げたと言える。 

なお FeliCa はセキュリティレベルも高く、マルチアプリに対応するなど、その後のサービスの

拡張性の観点からも寄与している。 
 

 

                                                        
3 JR 東日本プレスリリース 2013 年 8 月 1 日 
4 ITPro：http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20071016/284678/, 2007 年 10 月 

http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/JIREI/20071016/284678/
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（ベトナムへの応用） 

現在、ベトナムでは、ハノイとホーチミンで公共交通における IC カード利用が検討されている

が、その導入については主に各市が所管しているため、日本と同様に地域固有の IC カードが導入

される可能性がある。一方で、将来的にはベトナム国が経済発展をしていく過程で、日本と同様

に 1 枚のカードで全国の公共交通を使える様にするといった要望が出てくる可能性は大いに考え

得ることであり、日本が有する IC カードの相互利用技術は同国において大変有用なる事項と捉え

ることができる。また、ベトナム国では経済発展を実現するための国策として、非現金決済の比

率を押し上げることを掲げている。図 2.2 に示す通り、日本では公共交通の利用を通じて、非現

金決済の比率を高めてきた経緯があり、この様なサービス面での技術・知見も同国に対して有益

である。さらに、高速でストレスのない処理が可能で、かつマルチアプリ環境をセキュアに提供

することのできる IC カード“Felica”と、利用者が使用方法や支払い等を意識することなく利用

することのできる日本のシステム構築に関する技術・知見は、ベトナムの IC カードの普及と利用、

そして経済発展に大いに寄与すると捉えている。 
 

 
図 2.2  Suica カードの電子マネー利用件数推移 

  出典: JR 東日本 2013 年 8 月 
 
 

2.3 シンガポール 

同国の交通系 ICカードは、2002年に陸上交通庁（LTA:Land Transport Authority）が、ez-Linkカード

と呼ばれる非接触タイプを導入したのが開始点となっている。当該カードは、鉄道のみならずバスにも利

用できるものとされ、公共交通によるスムーズな移動の実現に貢献したという一定の成果を見せていた。

しかしながら、本カードのカード発行者・アクワイアラーが単一事業者(ez-link: LTA所管会社)に限定され

ていたために、サービス利用者・提供者ともに選択肢が無かったことに加え、当時、有料道路や駐車場の



電子マネー・交通系ＩＣカード 

ファイナルレポート  情報収集・確認調査 

- 7 - 

支払いに利用できる接触型 ICカードが複数事業者から発行されていたという状況であった。 

シンガポールの非現金決済の促進という国家ビジョンの観点からは、この様な状況を整理する必要が

あるといった判断がなされ、2004年にLTAと情報通信開発庁(IDA: Infocomm Development Authority of 

Singapore)の協調により、ICカードに係る自国基準の策定が開始されている。この2年後の2006年には、

電子マネー機能を盛り込んだ ICカード基準“CEPAS(The Contactless e-Purse Application Specification)”

が策定され、現在は1枚の非接触型カードで国内の公共交通、有料道路、駐車場、店舗などの幅広いサ

ービスが受けられる様になっている。5 なお、カード発行については、一定の規制が課せられており、

PTC (Public Transport Council)がライセンスを付与した機関だけが行える。2014年 5月時点では、

EZ-Link Pte Ltd (EZ-Link)、Transit Link Pte Ltd及び Network for Electronic Transfers (Singapore) Pte 

Ltd (略称‘NETS’)の 3社のみとなっている。 

なお、シンポールの ICカードの導入経緯を見る場合、710km2という限られた領土を国が直轄して管理

してきたという点を考慮すべきであり、この様な背景があったことから切り替えについて比較的大きな影響

が報告されていないものと推察される。6 一方、ベトナムや日本の様に一定の面積を有する領土(それぞ

れ約 33万 km2, 38万 km2)に複数の巨大都市が点在し、これら地域の公共交通を地方自治や民間事業

者が担っているケースにおいては、シンガポールの事例をベースに事後的に規格統一やシステム全面

更新について単純検討することはできないと考えている。7 

なお、シンガポール公共交通向けカードの発行枚数は 2013年 4月時点で約 1,000万枚、年間利用総

額 15億シンガポールドル8で、店舗における認証端末も約 8,300台9とその規模の小ささが伺える。 
 

                                                        
5 Silver Praksam / Director of LTA, “Evolution of E-payments in Public Transport – Singapore’s Experience”, 2009 
6 新旧カードの交換にあたり、その締切り間際まで約 20万枚ものカードが交換されず使われていたことを見ると、

一定の混乱はあったものと推察される。(Ez-link プレスリリース 2009 年 9 月 30 日付) 
7 ホーチミン市(2,095km2)、ハノイ市(3,345km2)と比べても、シンガポールはその 3～5 分の 1 程度でしかないた

め、都市自体を比較するうえでも注意すべきである。 
8 PUBLIC TRANSPORT COUNCIL’s Annual Report 2012/2013 
9 Ez-Link ホームページ(http://www.ezlink.com.sg/added-benefits/ez-reward.php) 
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第 章 ベトナム国における カード利用状況・計画

交通利用

ハノイ市

(交通モードと IC カード機器構成の状況) 

ハノイ市では BRT(世界銀行「Vietnam - Hanoi Urban Transport Development Project」の 14.2km の

建設10)や MRT の複数路線が順次開業する予定となっており、これら新規開業の交通モード全て

において、レベル 2～3 までの IC カード機材が導入されることになっている。運営主体について

は、MRTは JICA支援により 2a, 2, 3の 3路線を運営する会社を設立する方向で検討が進められ11、

BRT は、開業当初はハノイ市公営バス会社(Transerco)が担い、その後に入札を行うとされている12。 

バスについては、Transerco とハノイ市電機企業グループ(Hanel)による GPS 機能搭載の自動運賃

収受機(Q-System)の導入検討があり、交通局(DOT:Department of Transport)がハノイ市人民委員会

(HPC)に宛てた『ハノイ市公共交通ネットワークへ提供する運賃政策及びチケット技術に係るフ

レームワーク』への承認依頼(1178/TTr/SGTVT: 2013 年 8 月 12 日)において MRT 及び BRT の建設

案件と並列で取り扱われるほど重要視されているが、現状は具体的な動きを見せていない。現状

動きのある事業として、JICA 支援の「ハノイ公共交通改善プロジェクト(2011 年 9 月~2014 年 8

月)」におけるバス IC カードの導入実証がある。当該実証事業では、2014 年 7 月に特定の 1 路線

に対してバス IC カードが導入される計画となっている。(図 3.1) 

MRT1号線については、鉄道法(35/2005/QH11)において人民委員会の管理とされているが、「Ngoc 

Hoi - Yen Vien 間の高架鉄道に係る交通省大臣とハノイ市人民委員会委員長の結論」

(519/TB-BGTVT-UBHN: 2005 年 10 月)により同線は国鉄(VNR: Vietnam Railways)がオペレーショ

ンを所掌すると結論付けられている。従い、本報告書作成時点ではハノイ市内の検討の対象外と

なっているため、以降、本項では 1 号線を除いた交通モードについて整理する。

 
図 3.1  ハノイ市各プロジェクトの機器構成 

 出典: 調査団 

               
10 World Bank, ENVIRONMENTAL MANAGENEMENT PLAN, Oct 14, 2013 
11 HPC Notice 40/ TB-VP ”Conclusion of 3rd JCC meeting of TA Project “To Strengthen the Capacity of Regulator and to 

Establish O&M Company for Metropolitan Railway Lines in Hanoi City”, Mar 14, 2014 
12 World Bank Letter to SBV “Amendment to Financing Agreement” dated Oct 22, 2013 
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共通 カードに係る整理状況

これまで、各建設 PJ が個別に設計仕様を検討してきた経緯から、最下層(Level 0)のカード通信

(NFC: Near Field Communication)について異なる種類のものが導入される見込みである。この様な

背景のもと、2014 年 7 月 2 日に HPC で開催されたドナー会合において、ハノイ市は各ドナー国

の推奨する カードを受け入れるものの、全交通モードにおいて全 タイプに適用したマルチ

端末を設置する様に要請をした。本報告書作成時点では既に、基本方針とカード発行体について

方向性が決まり、券種などのソフト面の検討を行っている状況である。 図

図 3.2 ハノイ市における共通 IC カード導入の検討状況 
出典: 調査団 

(カード発行者) 

ハノイ市では、世界銀行が提唱している公共交通監督機関(PTA: Public Transport Authority)の設

立構想の一環として示されていた『運賃の一元収受(Integrated Fare Collection)』をベースとして、

公共交通の運賃管理体制の構築が進められている。 

具体的に同市内で議論が活発化し始めたのは 2013 年 3 月(HPC 通達:53/TB-UBND)からであり、

同年 7 月に HPC 通達(76/TB-VP)にて、IC カードシステムの全体管理を DOT が担うことが示され

ている。これを受けて、2013 年 8 月に DOT から以下に示す 3 機能を所管する「Ticket system 

Administration Center」(以下、チケットセンター)なる組織が提唱され、同提案への HPC 回答(HPC

決定:5579/QD-UBND 2013 年 9 月)として、PTA が未設立の状況下における同センターの組織及び

機能の提案を内務局(DOHA)に指示している。13(図 3.3, 表 3.1)   

【DOT が提案しているチケットセンターの主な役割】 
・収益管理及び事業者への配分 
・チケット発行管理

・カードの初期化等

               
13 運賃の一元収受は PTA の機能であるが、その設立の目途が付いていないため、チケットセンターを設立するこ

とで運賃一元収受を先行して実現する計画である。 



電子マネー・交通系ＩＣカード 
ファイナルレポート  情報収集・確認調査 

- 10 - 

 

 
図 3.3 ハノイ市の Ticket system Administration Center 設立に係る議論の動向 

 出典: 上記 4 文書を基に調査団にて作成 

表 3.1 Ticket System Administration Center に関与する機関 

機関 役割 

交通局

(DOT) 

 

・全体調整(各建設 PJにおけるチケット導入の調整を含む) 

・HPC代理として、Ticket System Administration Centerの設立・
運営を含めた公共交通に係る行政管理 

・eチケットフレームワーク導入に係る規則の発行 

情報通信局
(DOIC) 

共通カード実現を目的とした各建設 PJにおけるチケットシステム
設計の評価 

投資計画局
(HAPI)

各 PJの設立、評価、入札における eチケットフレームワーク導入
に係る規則への準拠性に関する HPCへの助言 

科学技術局
(DOST) 

選定したシステムに対す技術コメントの付与 

内務局
(DOHA) 

Ticket system Administration Centerの設立に係る申請 

財務局
(DOF) 

運賃管理・配分及び補助金に係るガイダンスの発行 

各建設 PJ eチケットフレームワーク導入に係る規則への準拠 
出典: HPC決定 5579/QD-UBND 

 

なお、DOT と当調査団の会議(2014 年 4 月 2 日開催)において、同センターを世界銀行支援の BRT

プロジェクトのパッケージ 4d として建設中である建屋内(Nguyen Thai Hoc通り(図 3.4, 3.5))に配置するこ
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とを計画中である一方で、センターの組織設立及びシステム導入については世界銀行の支援範囲に

含まれていないため、別途の支援が要望されていることを確認している。 
 

 
図 3.4  Kim Ma BRT Terminalの建設位置 

 出典: Google地図データを基に調査団にて加工 (★印がセンター設置予定場所) 
 

 
図 3.5  Kim Ma BRT Terminalの建設風景 

出典: 調査団撮影(2014年 6月 30日) 
 
 
3.1.2 ホーチミン市 

(交通モードと IC カード機器構成の状況) 

 ホーチミン市の公共交通においては、BRT1 路線と MRT3 路線について開業予定が明示されて

いる。MRT については、都市鉄道 1 号線及び 2 号線(計 2 路線)が順次開業する予定で建設プロジ

ェクトが進捗しているとともに、都市鉄道 5 号線がアジア開発銀行(ADB: Asian Development bank)

の支援により 2021 年開業を目指した F/S が進められており、これら新規開業の都市鉄道路線全て
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において、レベル 2～3 までの IC カード機材が導入されることになっている。(図 3.6) 

BRT については、これまで世界銀行の計画や韓国国際協力団 KOICA による BRT 計画(2013 年

に最終報告)14があったが、現時点では 2012 年に発行された首相決定(568/QD-TTg)にある全 6 路線

のみが正式計画とされている。このうち 1 号線が一部報道15にある様に 2018 年までの開業を目指

して世界銀行の融資により F/S が行われている状況で他路線については 1 号線の結果を受けて次

のステップが検討されるとのことである16。また、当該計画に加えて、JICA の PPP インフラ事業

調査として東急電鉄等が計画を策定するホーチミン市近郊における BRT 事業等もあるが、本報告

書作成時点では具体的な進捗は公表されていない。 

 

 
図 3.6  ホーチミン市各プロジェクトの機器構成 

出典: 調査団 

既存バスについては、図 3.7 に示す様に、IC カードの円滑な導入に向けた段階的な試みがなさ

れてきたが、2010 年に開始された IC カード(非接触型の前払いチャージ式)実証事業において、チ

ャージ環境の少なさから利用者が拡大しなかった結果を踏まえて 2012 年に休止している17。現在

は、従前の 3 施策で得られた結果を基に DOT、DOST、バス管理センター(MOCPT: Management and 

Operations Center for Public Transport)、FPT(IT 国営企業)が中心となり、人民委員会からの予算承

認を得たうえで、バスを中心とした全公共交通モードの IC カードに適用する方針及び規格の策定

が進められている18。 

 

               
14 報道によると、KOICA は、8 路線(全長 127,1km)の BRT 路線を提案している。このうち 7 番目の路線としてベ

ンタイン市場～タンソンニャット空港間を優先路線として位置付け、約 200万USDを投じて F/Sを実施し、2013
年 7 月 4 日にその結果報告のセミナーを開催したと報じられている。
(http://www.vietnambreakingnews.com/2013/07/final-seminar-for-bus-rapid-transit-brt-project-in-ho-chi-minh-city/ 
http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/infrastructure/27233/) 

15 VietnamNet 2013 年 9 月 28 日 
16 2014 年 3 月 4 日 BRT プロジェクトユニット(PMU)へのヒアリングより 
17 2010 年から 2012 年の約 3 年間で約 160 枚しか発行しなかったということである。(2014 年 4 月 17 日 MOCPT

ヒアリング結果より) 
18 2014 年 4 月 11 日 DOT に対するヒアリング結果より 

http://www.vietnambreakingnews.com/2013/07/final-seminar-for-bus-rapid-transit-brt-project-in-ho-chi-minh-city/
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図 3.7  ホーチミン市バスへの IC カード導入に向けた取組み 

回収券制度、ワンマンバス及び IC カード試験導入の詳細は Appendix-3 を参照 
出典: DOT, DOST, MOCPT ヒアリング結果に基づき調査団にて作成 

(共通 IC カードに係る整理状況) 

前述のとおり、ホーチミン市ではバスに焦点を当てた IC カードの方針・規格を策定中である

ため、現段階では具体的な計画は公表されていない。しかしながら、市関係機関の間では、公共

交通全体を対象とした相互利用は共通認識となっている。(図 3.8) 

 

 
図 3.8 ホーチミン市における共通 IC カード導入の検討状況 

  出典: DOT, DOST, MOCPTからのヒアリング結果に基づき調査団にて作成 
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3.2 その他利用 

ベトナム国家銀行(SBV:State Bank of Vietnam)によると、2013 年末時点でのベトナム国における

カード（クレジット、デビット、プリペイド）の発行枚数は、6,621 万枚19となっている。これは、

前年比 22％の増加であり、ここ数年でカードの発行枚数は大きな伸びを示している。カード種類

ごとに見ると、デビットカードが 6,111 万枚で最も多く、プリペイドカード 267 万枚、クレジッ

トカードが 243 万枚である。ただし、カードの利用用途としては、ATM 等からの現金の引き出し

が大部分を占めているとされており、決済手段としてのカードの利用は、普及の過程にあると言

える。 

それゆえ、ベトナム国の消費者にとっては、非接触 IC カード技術を利用した電子マネーはま

だ馴染みのない新しいサービスといえる。JETRO の調査によると、タイやインドネシアなどと比

較して、電子マネーの普及が遅れている状況も指摘されている（表 3.2）。 

 

表 3.2 東南アジア諸国における電子マネーの導入状況 

国名 導入状況 備考 
インドネシア 電子マネーの発行枚数は 790 万枚(2010 年)、発

行事業者数は 10 社となっている。 
 

マレーシア 電子マネーを提供する企業は、中央銀行の認可

ベースでみると、銀行系が 5 社、ノンバンク系

が 15 社となっている。 

 

フィリピン 一般的に、携帯電話を通じた電子マネーは 1
万ペソ以下の金額の送金に限りフィリピンで

は利用される（中央銀行の規則に基づく）。 

携帯電話用電子マネーを

用いた店頭取引はそれほ

ど人気がなく、限定された

ものにすぎない。 
タイ OK Cash と呼ばれる電子マネーが普及してお

り、約 25 万の加盟店で利用でき、利用者数は

1,000 万人にも及ぶ。デパート、飲食店、映画

館などで使用することが出来る。 

電子マネーは一般的に普

及しており、消費者にも馴

染みのあるものとなって

いると言える。 
ベトナム 電子マネーに対する信頼性に不安を持ってい

る人が多く、利用可能な範囲も限られているこ

とから、ほとんど普及していない。 

最近では、携帯電話による

モバイルバンキングも一

部で利用出来る。 

出典：JETRO「アジアにおけるリテール金融調査」(2011 年 3 月) 

 
一方で、決済サービスの多様化の兆しも見られる。ネットワーク上のサーバでバリューを管理

するオンライン決済サービス20を提供する事業者が登場し始めている。これらの決済サービスは、

PC やスマートフォン上で、デジタルコンテンツの購入やオンラインショッピング等で利用されて

いる。こうした現金以外の決済手段が多様化する中、今後、ベトナム国においても電子マネーの

普及が進むことが期待される。 

 
                                                        
19 Viet Nam News(http://vietnamnews.vn/economy/252141/credit-payments-edge-up-in-cash-only-society.html) 
20 サーバ上で残高データを管理し、銀行の口座を介してオンラインで提供される決済サービス。「e-wallet」とも

呼ばれる。主に、オンラインショッピングやデジタルコンテンツの購入の際の決済、公共料金の支払、送金な

どに利用されている。JETRO「アジアにおけるリテール金融調査」(2008 年 3 月)では、Momo や Payoo といっ

た主事業者 11 社が例示されている。 
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本節では、交通分野以外での IC カードの利用の状況や計画について、ベトナム国現地で行っ

た調査の結果について記述する。調査にあたっては、交通系 IC カード上に蓄積されたバリューを

コンビニやスーパーなどの小売店舗等での物品・サービスの購入に利用するいわゆる電子マネー

として使用するケースについても想定し、調査対象事業者を選定した。交通系 IC カードに電子マ

ネー機能を持たせる方式は、Suica や PASMO などがすでに広く普及している日本はもとより、香

港やシンガポール、バンコクといった鉄道 IC カード利用で先行する他の ASEAN 諸国においても

採用されており、今後、ベトナム国においても、国が推進する非現金社会の実現に向けて、非常

に有効なツールとなる可能性がある。 

本調査では、ベトナム国における既存のカード発行者（主に金融機関等）の状況を把握し、小

売事業者等、将来的な IC カード利用に関する潜在的な需要について検討を行った。 
 

 

 

 

図 3.9 統合 IC カード 

出典: 調査団 

 
3.2.1 既存カード発行者 

ベトナム国においては、カード（クレジット、デビット、プリペイド）を発行しようとする場

合、銀行カード規制に関する国家銀行決定(20/2007/QD-NHNN: 以下、決定 20)を考慮する必要が

ある。カードの発行者と異なる事業者(当該カードの加盟店等を想定)でも利用可能なカードを発

行しようとする場合、決定 20 の適用を受け、銀行等の金融機関（credit institutions）のみが当該カ

ードを発行できるものとされ、様々な要件が課せられている。現状、当該要件を充足できるカー

ドの発行主体は一定の商業銀行のみとなっている。一方、事業者が自らの運営する事業のみで利

用可能なカードを発行しようとする場合には銀行カード規制の適用は受けない。（決定 20 の詳細

については、4.2.1 を参照） 

本調査では既にベトナム国において、IC カードや各種プリペイドカードを発行している銀行等

を対象として 2 社にヒアリング調査を実施した。その調査結果に基づき以下に統合 IC カードの導

入に向けて課題となる事項を整理・分析する。 
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調査対象とした事業者を表 3.3 に示す。No. 

表 3.3 調査対象事業者（カード発行事業者）  

# 事業内容 所在地 
1 商業銀行（カード最大手） ハノイ 
2 IT サービス最大手 ハノイ 

   注）#2 の事業者はカード発行システムのベンダの立場でヒアリングを行った。 
 

各調査対象事業者に対して、下記の項目についてヒアリングを行った。 

・ カード発行の状況 

・ 統合 IC カードの導入意向と普及に向けた課題 

以下、上記各項目について、調査対象事業者より得られた情報を整理する。 

(1) カード発行の状況 

金融機関において発行されるカードは、ベトナム国の銀行カード規制（4.2.1 項参照）に従い、

下表 3.4 のように分類される。 

 
表 3.4 ベトナム国におけるカードの種類（銀行カード） 

分類 カード種別 
a) 利用可能範囲による分類 国際カード 

国内カード 
b) 発行形態による分類 クレジットカード 

デビットカード 
プリペイドカード 

出典: 決定 20に基づき調査団作成 

ヒアリングを実施した金融機関の説明によると、ベトナム国内で発行されているカードの総量

は 6 千万枚とのことである。このうち、「a) 利用可能範囲による分類」では、国内カードが 90%

以上を占め、国際カードとして流通するカードの発行枚数は数%程度とのことである。また、「

b) 発行形態による分類」によると、デビットカードが 90%以上を占めている。クレジットカード

が 6％程度、プリペイドカードは 2～3%とのシェアとなっている。日本における交通系 IC カード

が多く採用しているプリペイドカードについては、タクシー、ギフトカードやガソリンカードな

ど、その用途や種類は限定されている。 

タクシーカードについては、ハノイ市やホーチミン市など各都市において複数のタクシー事業

者で導入されている。ハノイ市において Hanoi Taxi 及び CP を含む 5 つのブランドを経営し同市

最大のタクシー会社である Taxi Group 社は VietcomBank（以下、VCB）と提携してプリペイド型

のカード（磁気ストライプ型）を発行している。このカードはチャージ機能を備えておらず、利

用者はバリューを使い切った際、新たなカードを購入する仕組みである。同社のタクシーカード
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は、タクシーの車載端末は VCB の初期投資で導入され、VCB は Taxi Group から利用実績に応じ

たトランザクションフィーを受領するビジネスモデルとなっている。タクシーカードの利用割合

は、Taxi Group の説明によると利用回数で見た場合 20％程度とのことである。利用割合がそれほ

ど多くない理由として、ヒアリング応対者によれば、利用者が現金払いに不便を感じていないな

ど、ベトナムの商習慣による所が大きいとの見解が示された。 

一方、ガソリンカードについては、ベトナム国における最大の国営エネルギー企業である

Petrovietnam 傘下の Petrolimex Group Commercial Joint Stock Bank （以下、PG Bank）では、ガソリ

ンスタンドで利用可能な非接触型 IC カード「Flexicard」を発行している。同カードのプリペイド

カード機能は、系列のガソリンスタンドで利用可能である。利用者は無記名式プリペイドカード

または記名式プリペイドカードを選択できる。記名式の場合、送金機能も利用可能である。チャ

ージは、PGBank またはガソリンスタンドの窓口で可能である。プリペイド専用カードのほか、

デビット機能と一体型のカードも発行されている。 

カードの発行枚数の総量は、増加傾向にあるものの、現在ベトナム国内でカードが利用可能な

のは、主に都市部に限定されている。決済インフラの全国的な整備については、ベトナム国家銀

行が進める非現金社会の実現に向けた政策プログラムにおいても課題として認識されている。 
 

(2) 統合 IC カードの導入意欲と普及に向けた課題 

金融機関等既存のカード発行者においては、カード関連ビジネスが主要な収入源の柱として位

置付けられており、カード関連ビジネス自体の拡大は今後も継続していくものと考えられる。 

鉄道・バス・BRT 等の交通分野で発行された IC カードが商品・サービス等の購入など多目的

に利用できるカードの可能性については、各事業者ともその可能性を認めている。統合 IC カード

の利点に関しては、以下のようなコメントが得られた。 

・ ユーザの利便性の向上（一枚のカードが多目的に使用できる） 

・ ユーザの決済処理時間の短縮（クレジットカード等との比較において） 

・ 事業者における現金の収受と管理のセキュリティの確保 

・ 従業員・店員の不正、着服の防止 

一方、各事業者とも統合カードの可能性を評価しているものの、その早期の導入については慎

重な態度も示している。統合カードの将来的な導入及び普及における課題・問題点として、以下

のようなコメントが得られた。 

・ ベトナムの消費者の生活習慣及び商習慣（手元で現金を管理したいと考える傾向が強い） 
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・ ディスカウント等、カードを使うインセンティブ（消費者は買い物時の処理の速さやスマ

ートさなどよりも、値引きの有無等に関心が高い） 

・ 事業者においては、カードを利用する際の手数料負担（事業者によっては、手数料を消費

者の支払いに転嫁しており、このことが消費者のカード離れの一因にもなっている） 

・ チャージを行う環境の整備（例：店頭での POS チャージ、無人機、オートチャージ等） 

上記のメリット・デメリットには相反する事項も含まれてはいるが、カード発行事業者におけ

る統合 IC カードの導入意向については、総合すると下記のような論点に集約できる。  

・ 消費者に対して統合 IC カードの利便性を PR するとともに、ディスカウント等の目に見

える形でのメリットを提供できるか？ 

・ 公共交通機関での利用及びその周辺等を含め、ベトナムの消費者の生活シーンの中で、統

合 IC カードの利用が不可欠と感じられるような「場」をいかに生み出すか？ 

・ 統合 IC カードの発行やチャージを行う環境の整備をどのように進めるか？ 

 

3.2.2 将来的な ICカード利用需要 

ベトナム国においては、小売事業者での IC カードの発行・利用は、現時点ではまだほとんどな

い状況である。本調査では、統合 IC カードの将来的な導入に向けた課題や条件等について調査を

行った。 

ベトナムに進出済みの（またはその予定がある）日本企業のうち、日本において IC カードやプ

リペイドカード等の決済手段を活用している企業 4 社に対してヒアリングを行い、統合 IC カード

の導入に向けた意欲や課題等を調査した。 

また、ベトナム国の内資系企業または外資系企業については、事業の形態や展開の状況から、

今後 IC カードの発行の可能性があると想定される事業者を対象にヒアリングを行い、統合 IC カ

ードの導入に向けた意欲や課題等を調査した。(表 3.5 に示す 3 社) 

 
 

 
表 3.5 流通系企業（ベトナム内資系企業） 

# 事業内容 
1 スーパーマーケット（ベトナム全土で 60 店舗以上を展開） 
2 家電量販（ハノイで 7 店舗展開） 
3 大手タクシー事業者 

 
 
各調査対象事業者に対して、下記の項目についてヒアリングを行った。 

 
・ カード決済の状況 

・ 統合 IC カードの導入意向 

・ 統合 IC カードの普及に向けた課題 
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(1) カード決済の状況 

ベトナム国の小売業は、個人商店や公設市場、簡易的な露店といった伝統的小売形態が依然と

して 80％を占めている。ハノイ市、ホーチミン市といった都市部においては、スーパー、ショッ

ピングセンター、量販店、コンビニエンスストアといった近代的な小売形態も普及してきている。

外資系企業の進出も相次いでおり、日本のファミリーマートがホーチミン市内で既に数十店舗を

展開しているほか、イオンが 2014 年 1 月にホーチミン市でショッピングモールの 1 号店を開店し

ている。現在ベトナムにおける小売業は伝統的小売形態が優勢であるが、近代的小売形態は発展

を続けている。2013 年 11 月の米国農務省海外農務局の調査 によると、小売市場に占める近代的

小売形態の売り上げの割合は 20%に達すると見積もられている。小売市場の近代化が進むにつれ

て、統合 IC カードを含めた決済手段の多様化に対するニーズが高まってくることが考えられる。 
一方で、足元の現状を見ると、こうした近代的小売業者でさえも、決済手段の主流は依然とし

て現金である。ヒアリング対象者の中で 1 回あたりの顧客の決済額が相対的に大きい 1 社の回答

によると、95%以上が現金または振込でクレジットカードの支払いも 3%程度とのことである。（当

該企業はデビットカードを取り扱っていない。） 

また、携帯電話やインターネットの普及を背景に、ネット決済サービスの普及が進みつつある。

これらは、オンライン上で残高を管理しネットショッピング等で使用できるサービス（日本にお

ける「サーバ型電子マネー」に相当）であるが、銀行やネットサービス企業等がこうした決済サ

ービスを提供している。 ヒアリングを実施した現地企業においても、今後重視する決済手段とし

て指摘されている。 

 

(2) 統合 IC カードの導入意向 

ヒアリングを実施した事業者は、いずれも何らかのカード決済手段を導入しており、今後、ベ

トナムにおいても現金からカードを含む「非現金決済手段」の普及が徐々に進むという見解では

一致している。ただし、電子マネーの導入意向については、各事業者によりスタンスは異なって

いる。 

日系企業の一部には、自社の事業戦略上、電子マネーを顧客の囲い込みまたは業務効率のツー

ルと位置付け、環境が整えば導入を進めたいと考えている企業も存在する。ただ、こうした市場

リーダーとなる企業では、交通系のカードの進展に関わらず、自社の戦略上必要に応じたスピー

ドと機能・サービスで独自にカード発行を進めることも示唆している。本調査のスコープである

統合 IC カードは、都市交通の整備計画と歩調を合わせて検討されるものであるが、リーダー企業

にとっては事業戦略のスピードや目的に必ずしも適うものとは限らないとの指摘もある。 

電子マネーの導入に意欲を見せる企業がある一方、現時点では時期尚早と考える企業も多い。

特に、カード決済のノウハウ・実績に乏しいベトナム内資企業の多くは、こうしたフォロワーと

しての立場を取るものと考えられる。こうしたフォロワー企業では、社会における IC カードの普

及の進展に合わせて将来的に対応を検討したいと考えているようである。 
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(3) 統合 IC カードの普及に向けた課題 

上述したように、ベトナムの消費者の間には現金による商習慣が根付いており、消費者、事業

者双方にとって相応のメリットがないと早期に普及が進むことは難しいとの見方が一般的である。

各企業とも、統合 IC カードの普及の条件として、下記のような項目を指摘している。 

 

・ カード決済の利便性の理解が利用者に浸透すること 

・ 利用者がカード利用方法に習熟すること 

・ カード決済が進歩的な生活スタイルとして利用者のステイタスシンボルとなること 

・ ポイントやディスカウント等の利用者にとってのインセンティブ 

・ チャージ環境の整備 

・ システムの初期投資負担とランニングコスト（手数料等） 

・ カード普及のための奨励政策（あるいは強制政策）  

 
こうした課題が着実に解消されることによって、統合 IC カードが決済手段としてのベトナム

の生活者に受け入れられていくことになると考えられる。事実、各事業者とも直近での IC カード

の導入の可能性は低いとしながらも、公共交通分野等、様々な目的に 1 枚のカードを使えるよう

にするというコンセプトに対しては、高い関心と期待感が示されている。将来的に交通分野での

IC カードの導入と利用者への浸透が契機になって、流通業者等においても統合 IC カードの導入

が加速する可能性は十分あると考えられる。 
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第 4章 ICカード関連法制度の整理 
 

4.1 日本の現状 

4.1.1 法制度の枠組みと概要 

資金決済については、銀行を中心として制度整備がなされてきた経緯があったが、技術の進歩

により、銀行以外の事業者が提供するプリペイドカード等のサービスが台頭してきたことを受け

て、金融庁が『安全かつ効率的で利便性の高い決済システム等の構築』を目標として、2008 年春

より審議を開始した。2009 年 6 月 24 日に法律第 59 号として、「資金決済に関する法律」(以下、

資金決済法)が公布され、従前の『前払式証票の規制等に関する法律』が廃止された。 

資金決済法の主な特徴は以下のとおりである。 
 
・金額等の財産的価値が記録される媒体に限定されない適用拡大 
 (従前法において、法の空白地帯にあったサーバ型へ適用が拡大された) 
 
・自家型(前払式支払手段の発行者とサービス提供者が同一)への監督強化 

(業務改善命令や業務停止命令等が新たに規定され、自家型への監督が強化された) 
 

・一般的な払戻しの原則禁止 
 (出資法で禁止している預り金条項との整理のため、払い戻さないことを原則としている。

出資法では、一般大衆から預り金の受入れを行い、その業務がひとたび破綻をきたすよう

なことがあれば、一般大衆に不測の損害を及ぼすばかりでなく、社会の信用制度と経済秩

序を乱すこととなるため、一般大衆の保護と信用秩序の維持の観点から、他の法律におい

て特別の規定のある者（例：銀行法に基づく銀行等）を除き、「預り金」を禁止している。) 
 
・銀行以外の事業者への資金移動業の適用拡大 

(サーバ型へ適用を拡大したことにより、実質的に送金サービスとの整理が難しくなったこ

とから、一定要件を課したうえで当該サービスを銀行以外のものに認めることとなった) 
 

・発行保証金の供託等 
 (発行者の倒産に備えた条項で、未使用残高の二分の一以上の額に相当する現金を国に供託す

る義務を負う。発行者が破産した場合は、当該保証金から利用者へ返還される。) 
 

 我が国の資金決済法では、兼業としてのプリペイドカード発行を認めている点について、金融専業機関

のみに発行を認めている諸外国の法制度と大きく異なっており、それがゆえに様々な業界からの参入や

種類の多様化につながり、わが国の電子マネー発展に寄与していると言われている21。 
 

4.2 ベトナムの現状 

4.2.1 非現金決済に係る動向 

ベトナムでは、「非現金決済計画 2011～2015 年」に係る首相決定(2453/QD-TTg)により、2015

年までに現金決済の割合を決済全体の 11%以下に低下させるといった目標が掲げられ、IC カード

などの決済手段の確立が奨励されている。同決定では、道路料金、ガソリン、バスチケット、タ

クシー料金、社会保険など支払いに使える多目的カードといった具体な手段が挙げられており、

                                                        
21 杉浦宣彦「前払式支払手段をめぐる法制度の現状と今後の課題」ジュリスト (No.1319)2009 年 12 月 15 日 
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該当する実行計画が国家銀行決定(1131/QD-NHNN)により示されている。(図 4.1) 同計画による

と 2014 年頃までには IC カードに係る導入計画を実行に移すことになっており、ここ数年でかな

り大きな動きが模索されるであろうことが伺える。 

また、ベトナム国では、カード発行体とサービス提供者が異なる決済カード(日本の資金決済法

で言うところの第三者型)については銀行カードとして国家銀行決定(20/2007/QD-NHNN: 以下、

決定 20)にてその取扱い等が規定される。(逆に、自家型については法の適用外となる。) 決定 20

では、カード決済関係機関に対して様々な要件が課せられており、なかでもカード発行について、

実質的に商業銀行のみが発行体になれるという点は留意すべき事項である22。 (表 4.1) 

以上の様に、交通事業に用いる IC 乗車券については、自家型か第三者型かでその取扱いが大

きく変わることになるため、上位システムの全体計画の在り方を整理する際には、1)運賃収受者

が異なる交通モード間での相互利用、2)電子マネー利用といった事項が重要なポイントとなる。

 
 

 
図 4.1  非現金決済化に向けた国家銀行の主要施策 

出典: ベトナム国家銀行のホームページを基に調査団にて作成 

 

 

 

 

               
22 一般財団法人ゆうちょ財団「平成 23 年度郵便貯金等個人金融分野等に係る各国諸制度の実態調査結果」にお

いて、「銀行同様の健全性比率（自己資本比率や流動性比率）をクリアする必要があることや、国家銀行の各種規

制や検査が適用されるため、非金融企業の参入はノンバンクの事業免許を得ないと事実上困難とみられ、カード

発行会社は現状では銀行のみである。」と報告されていることから、「制度上は銀行以外でも発行できる様になっ

ているが、現時点では実質的に商業銀行のみが発行可能な機関となっている」という整理になると思われる。 
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表 4.1 カード決済関係機関に対する要件 

決定 20 における規定 

名称 役割 要件 
カード発行体 
(Card-issuing organization) 

銀行カードの発行体 ・最低自己資本比率等から構成される安

全率要件(*1)があり、現在、この水準

を充足できるのが商業銀行のみとな

っている。 
カード決済者 
(Card payment organization) 

カード決済サービスを

提供する機関 
 

･ 国家銀行の認可が必要 
・最低自己資本比率等から構成される安

全率要件(*1)があり、現在、この水準

を充足できるのが商業銀行のみとなっ

ている。 
クリアリング機関 
(Card transaction clearing 
service-providing 
organization) 

電子(紙)データの仲立ち

及び債務データのクリ

アリングを行う中間組

織 
 

・開業には国家銀行の許可が必要 
・電子的なクリアリングについては、ベ

トナム国家銀行に開設する口座を通じ

て行われる   
(23/2010/TT-NHNN) 

カード認証体 
(Card-accepting unit) 

商品・サービスの提供に

対するカード認証や現

金チャージ等を提供す

るフロント側機関(個人) 

・とくになし 

*1: 国家銀行通達 13/2010/TT-NHNN 等により具体的な要件が定義されている。 
出典: 決定 20 を基に調査団にて作成 
 

4.2.2 上位システム取扱いデータに関連する制度 

決定 20 では、カード決済関係機関に対するいくつかの規定がある。このうち上位システムに

て取り扱うデータを検討するうえで留意すべき事項を以下に整理する。 

 

(国家銀行への報告) 

 銀行カードは国家銀行により管理されている媒体であることから、定期及び非定期の報告が求

められている。表 4.2 に決定 20 で規定されている報告区分をまとめている。 

 

表 4.2 国家銀行への報告区分 

報告形態 
機関 

定期報告(月次) 
(カードの流通枚数, 残高, 取引高

等の統計情報や不正利用事例等) 

非定期報告 
・国家銀行要求によるもの 

・業務にて問題が生じた場合 
カード発行体 
(Card-issuing organization) 

X X 

カード決済者 
(Card payment organization) 

X X 

クリアリング機関 
(Card transaction clearing 
service-providing organization) 

- X 

 出典: 決定 20 を基に調査団にて作成 
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(不正利用への対応義務) 

図 4.2 に示した通り、カード所有者がカードを紛失した場合、その届け出をカード発行者に提

出した時点で責任が所有者から発行者に移転し、不正使用に係る損失に対する補てん義務を負う

こととなる。従い、カード発行者としては、少しでも不正使用リスクを低減するため、迅速にカ

ード利用を差し止める手続きが必要となるため、システムによるブラックリスト管理が重要にな

る。 

 

カード紛失における責任分担
（カード不正利用に係わる補償）

カード所有者

カード発行体に
速やかに連絡

カード発行体

カード決済に連絡

カード決済者

カード認証体に連絡

カード認証体

カード所有者 カード発行体

不正利用低減のために、ブラックリスト管理が重要になる。

 
図 4.2 カード不正利用に係る責任分担 

出典: 決定 20 を基に調査団にて作成 

日本の法制度との差異

4.1.1 項及び 4.2.1 項でまとめた事項についてプリペイドカードに係る事項を表 4.3 に整理した。

表 4.3 資金決済法（日本）と国家銀行決定 No.20（ベトナム）との比較 

項目 
日本 ベトナム 

備考資金決済法 
平成 21 年 6 月 24 日法律第 59 号 

国家銀行決定 
20/2007/QD-NHNN 

監督当局 金融庁 ベトナム国家銀行  
対象 前払式支払手段（紙・磁気カー

ド・IC カード・サーバ型）  
⇒ バリューを対象 

クレジットカード、デビッドカ

ード、プリペイドカード 
⇒ カードを対象 

 

適用 
対象 

自家型 両者とも適用対象（残高が一定

金額以上の場合） 
適用対象外  

第三者型 適用対象  
発行主体 一般事業者も参入可能 実質的に銀行のみ  
許認可の方式 

自家型： 届出制  ベトナム国家銀行による許認可  
（健全性比率など、国家銀行の

定める基準を満たす必要あり） 

ベトナムでは、記名と

無記名で規制の内容

が若干異なる 第三者型： 登録制 
IC 乗車券への適用 適用対象外（乗車券、入場券等

の整理券としての性質を有する

ものは除外）※電子マネーとし

て利用可能な場合は適用対象 

明記なし 
(運賃収受者が異なる交通モード

において相互利用する場合は適

用対象になり得る可能性がある) 

 

発行保証金の供託義

務 
未使用残高の 1/2  
（銀行の場合は不要） 

定義なし  

バリューの払戻し 原則禁止 払戻しの義務あり  
監督方法 立ち入り・非立ち入りでの検査。 

検査の観点は事務ガイドライン

として明文化・公開されている。 

国家銀行に対する定期・非定期

の報告義務について定められて

いる 
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4.2.4 交通系 ICカード普及のための法制度整備 

前項の表 4.3 で整理したとおり、わが国の資金決済法では乗車券などの整理券に相当するもの

は対象外である旨が明示されており、適用範囲の境界が比較的分かりやすくなっている。一方、

ベトナム国では、決定 20 の第 2 条において『カード発行体が自ら提供する財・サービスへの支払

いのみに使われるカードは同決定の範囲外』とされているのみで、適用範囲の境界については具

体的な例は示されていない。 

ハノイ市の MRT については、3.1.1 項で示した様に 1 号線は VNR でそれ以外の路線(2, 2a 3 号

線)はハノイ市が運賃を管理するスキームとなることも考え得ることから、両者に供用される IC

カードを検討する場合、決定 20 が除外するとしている『カード発行体が自ら提供する財・サービ

スへの支払いのみに使われるカード』に当てはまらず、同決定の範囲内になる可能性があると捉

えられる。しかしながら、決定 20 の趣旨からすると、非現金決済手段のとしてのカード(クレジ

ット、デビット、プリペイド)を規定するものであり、現金取引による特定サービスに対する前払

い(交通サービスにおける回数券)や乗車券の代理販売までを適用範囲としているものではないと

考えられる。 

従い、文章上は適用対象と読み取れるものの、意図した取引き以外のものも取り込んでしまう

状況が想定され得るため、わが国がそうしている様に適用除外の例示について通達等で周知する

ことが望ましいと言える。
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第 章 ベトナム国の上位システム全体整備計画

全体整備計画

一般市場における電子マネー利用

ベトナム国における電子マネーとして一般的に利用可能な交通系 IC カード(統合 IC カード)が

存在している状況とは、カード発行体と加盟店契約を行っている市中店舗において電子マネーが

使える状況になっていると言い換えることができる。つまり、4.2 節で挙げた決定 20 で規定する

ところの第三者型カードという定義に当てはまり、カード認証機関(Card-accepting unit)以外の業務、

すなわち、発行、決済及びクリアリングについては銀行が担う構図となる23。(図 5.1)  

 

ICカード決済に係わる関係者

バス
事業者

バス
事業者

MRT
事業者

小売店

当局

バス事業者

利用者
(カード所有者)

カード購入商品購入MRT利用

バリュー

: 現金

人民委員会

公共サービス
供給契約

(130/2013/ND-CP)

銀行

カード認証体

カード決済機能

商業事業者

バリュー

SBV

規制

バリューバリュー

バリュー

: バリュー

カード取引クリアリングサービス提供機能
 クリアリング

カード発行機能

  
図 5.1 一般市場における電子マネー利用を鑑みたビジネスモデル 

銀行はカード発行方針により複数行になる場合もある

出典：決定 20 を基に調査団で作成 

全国相互利用に向けた発展段階

第 章で示したとおり、べトナム国では、現在、ハノイ市及びホーチミン市において都市交通

の建設が順次進められており、 カード導入が既に決定されている。このため、これら交通系を

軸として カードの本格的利用が開始され、将来的には流通分野にも電子マネー利用が拡大され

               
23 Appendix-1 に示した様に交通事業者の出資により銀行セクター団体を設立するという他国事例があるが、ベト

ナムでは政令 71/2013/ND-CP により 100%国営企業の出資を厳格に規制しているため成立しない。 
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るものと推察している。なお、2 章でも述べた様に、ベトナム国の地形構造はわが国と類似して

おり、南北に細長い領土に大都市が点在しているものとなっている。また、ベトナム国の都市交

通は各都市で管理する制度となっている点も、わが国が地域の交通事業者が都市交通を担ってお

り独自性があるということに状況が類似している。この様な状況から、交通系 IC カードの発展に

ついては、法制度の違いはあるもののほぼ同じ様な発展経緯をたどるものと捉えている。 

具体的には、以下の段階の発展を経ることになると想定している。

第一段階：各地域で交通系 カードの利用が開始される

第二段階：各地域で統合 カードとして市中店舗における決済サービスが開始される

第三段階：各地域間の統合 カードの直接連携が開始される

第四段階：統合 カードの全国相互利用サービスが開始される

まず、第一段階として、各地域の建設プロジェクトで既に予算化されている交通系 IC カードが

チケットの一種として利用され始める。この場合の上位システムは、各地域のカード発行事業者

（公共機関や銀行など）が構築・運用すると想定される。(図 5.2) 
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図 5.2  統合 IC カード全体システムの構成（第一段階） 

出典：調査団 

 

第二段階は、各地域で利用者の利便性を向上させるため、統合 IC カードとして駅構内及び市中

における店舗での決済サービスが開始されると想定される。この段階では、各店舗には統合 IC カ

ード対応の決済端末が導入され、上位システムには店舗向け決済サービス対応機能の追加が必要

となる。(図 5.3) 

なお、第二段階からは、公共交通サービス以外のサービス提供者が参入してくるため、5.1.1 項

で示したとおり、カード発行を含めて上位システムの所掌は商業銀行のみが取り得ることになる。 
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図 5.3  統合 IC カード全体システムの構成（第二段階） 

出典：調査団 

第三段階では、各地域の機器・システムへ相互利用対象の統合 IC カード対応機能が、上位シス

テムにはカード関連情報を相互連携するためのデータ連携機能がそれぞれ追加される。これによ

り各地域の上位システムを直接連携することが可能となり、地域を跨いだ利用が開始される。 
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図 5.4  統合 IC カード全体システムの構成（第三段階） 
地域間で取り扱う NFC が異なる場合は Lv0-1 での改修が、データフォ

ーマットや暗号キーが異なる場合は Lv0-4 における改修が必要となる。 
出典：調査団 
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第四段階は、わが国がそうであった様に、統合 IC カードの全国相互利用が開始される段階であ

る。具体的なデータ連携方法としては、第三者が運営するデータ連携システムを中継し、各地域

の上位システムと連携することになる。(図 5.5) 
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図 5.5  統合 IC カード全体システムの構成（第四段階） 

 地域間で取り扱う NFC が異なる場合は Lv0-1 での改修が、データフォー

マットや暗号キーが異なる場合は Lv0-4 における改修が必要となる。 
出典：調査団 

なお、統合 IC カードを地域間で連携させて行くにあたり、各地域間で連携せずに構築されたも

のを接続するより、最初の構築段階で統一された規格・データフォーマットで設計されているも

のを連携させる方が、わが国の事例から見ても投資コストの観点から優位であると言える。 

わが国の国土交通省は、ベトナム国交通事業に対する支援の一環として、各交通モード間で IC

カードの相互利用を可能とするために最低限必要な技術的基盤（カードフォーマット及びデータ

フォーマットの枠組み）を規定した「ベトナム都市交通における相互利用を実現するための共通

技術規格および設計ガイドライン」を 2013 年 2 月に策定し、交通省(MOT: Ministory of Transport)

へ提示している。さらに、2014 年 3 月には、上記規格を実装する際に必要となる IC カードのエ

ンコード方法や実運用を想定した業務の流れやデータ授受方法等、より詳細な仕様を定めた共通

実装仕様を策定している。

この様な知的財産を構築当初より活用し、将来の相互利用に備えることはベトナム国の利便性

向上を比較的低予算で実現するための布石になると言える。
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ハノイ市

本節では、 節で示した第一段階におけるハノイ市内の統合 カードの在り方について整理

する。 

 
統合 カードの在り方

項で述べたとおり、ハノイ市では、Ticket System Administration Center(以下、チケットセ

ンター)が交通系 カードを一括発行する方針で計画策定を進めている。また、同市では当面は

電子マネーといった非公共交通向けに カードを利用する計画はないということであったこと

から、カード発行・決済に係るビジネスモデルは図 の様になる。

章に示した通り、ベトナムにおけるカード決済は国家銀行の決定 の第 条において『カー

ド発行体が自ら提供する財・サービスへの支払いのみに使われるカードは同決定の範囲外』とさ

れている。図 の場合はハノイ市が自ら提供する公共交通サービス向けに市管轄のチケットセ

ンターが発行するカードという位置づけになるため、前述の決定 20 第 2 条に該当すると言えるこ

とから、銀行が関与せずにカード発行が行えると言われている24。 

 

公共交通サービス提供者

チケットセンター
 カード発行
運賃収受及び管理

バス
事業者

バス
事業者

バス
事業者

MRT
事業者

市（当局）

交通事業者

利用者

カード購入MRT乗車バス乗車

: バリュー
: 現金

HPC

公共サービス
提供契約

(130/2013/ND-CP)

センター設立予定
(5579/QD-UBND)

 
図 5.6 ハノイ市公共交通における IC カードのビジネスモデル 

出典：HPC 決定(5579/QD-UBND)を基に調査団にて作成 

なお、既存公共交通であるバスでは、公共交通管理センター(TRAMOC: Hanoi Urban Transport 
Management and Operation Center)が一括してチケットを発行していることから、同様なチケット発

行及び運賃収受管理のスキームを踏襲して BRT や MRT といった新路線を追加していけば、制度

的な対応は難しくないと言える。(図 5.7) 
 

 
               

24 再委託先の現地法律事務所の見解である。 
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図 5.7 既存ハノイ市公共交通におけるバスチケット販売モデル 

定期券についても一部の発売業務はバス会社に委託されている。 
出典：Tramoc へのヒアリングを基に調査団にて作成 

チケットセンターの主要業務

本項では、3.1.1 項に示した DOT レター(1178/TTr-SGTVT)にて提案されているチケットセンタ

ーが所掌すると想定される業務(3 点)を具体的に整理する。なお、本項から 5.2.5 項までの整理に

あたり、DOT 自体及び DOT からカウンターパートとしてアサインされた TRAMOC のメンバー

と内容を確認している。 

(収益管理及び事業者への配分) 

収益に関連して整理すべき事項として、既存規制機関(TRAMOC 及び MRB)との分担があるが、

DOT レター(1178/TTr-SGTVT)に記載されているとおり、同センターの機能がチケット発行と運賃

収受管理に限定されていることから、券種や運賃設定の在り方の検討や補助金額の精査にいては、

同センターが集計する利用実績を基にするものの、TRAMOC や MRB が担うものと想定されてい

る。(図 5.7) 
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補助金管理

カード及び運賃収益管理

公共交通事業者

運賃制度管理
(運賃設定、券種、割引等の検討)

交通事業者

チケットセンター

DOT (TRAMOC), MRB DOF

データ

a) 補助金 =
b) 妥当な費用 - c) 収受した現金

a)b)

c)

AFCデータ

統計
データ

 
図 5.8 チケットセンターと既存監督機関との役割分担概念図 

出典：調査団 
 
 
(チケット発行管理・カードの初期化) 

次にチケット発行業務であるが、同業務に係る管理責任はチケットセンターが所管するものの、

利用者がセンターまで出向いてチケットを購入してから公共交通を利用するといったことは利

便性を損なうため、発売業務自体は従来と同様に業務委託として各駅や営業所で行われることが

想定されている。 

具体的には、チケットのフォーマットはカードを購入・管理する機関が一括して行うことが資

産管理の点で適していると言えるため、各建設プロジェクトから Card Encoding Machine (購入し

た IC カードを初期化する機器)をセンターへ移管するかたちでの一括購入・発行とし、利用者へ

の発売(二次発行)については、各駅や定発所において実施されることになると想定している。ま

た、不要となったカードは再びセンターへ返却したうえで、再利用もしくは破棄の判断を行うと

いう流れになると想定している。(図 5.9) 

発売業務を所管する主体については、DOT は２つの案を検討している。１つは各交通事業者

で任せる案、もう一つはチケット発売を専門に取り扱う主体に任せる案である。(図 5.10)  前者

の場合については、従来から各交通モードの運営を所掌する主体が発売する方向で検討が進めら

れていたことから大きな差異はないが、後者の場合についてはこれまでの検討とは異なる整理と

なるため、業務分掌・業務フロー・機器の所有権について別途検討が必要となる。 

なお、チケット発行業務の管理責任を所管するという点から、不正利用に対する対応責任もチ

ケットセンターが担うべきであると考えられるため、ID 管理は同センターの所掌になると想定し

ている。 

 
 
 



電子マネー・交通系ＩＣカード 
ファイナルレポート  情報収集・確認調査 

- 33 - 

発売主体発売主体チケット
メーカー

チケットセンター 利用者 チケットセンター

Busチケット

（ カード）

BRTチケット

（ カード）

MRT 2a号線チケット

（ カード）

MRT 2号線チケット

（ カード）

MRT 3号線チケット

（ カード）

初期化装置
(バス用)

初期化装置
(BRT用)

初期化装置
(MRT2a号線用)

初期化装置
(MRT2号線用)

初期化装置
(MRT3号線用)

ﾁｹｯﾄ

ﾁｹｯﾄ

ﾁｹｯﾄ

ﾁｹｯﾄ

ﾁｹｯﾄ

廃棄、再利用

製造 初期化 発行 発売 利用 回収

交通系 カードのライフサイクル

廃棄、再利用

 
図 5.9  交通系 IC カードのライフサイクルにおける業務分担イメージ 

出典：調査団 

図 5.10  交通系 IC カードの発売スキームの案 
出典：DOT に対するヒアリングに基づき調査団にて作成
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収益管理・配分及びチケット販売に関連して、現金管理も大きな検討事項の一つであり、主に

以下の観点から今後整理を行う必要がある。 

 

・チケットセンターのキャッシュフロー 

 チケットセンターで所掌する購買業務(カード購入や機器保守)について資金不足とならな

い様に、市予算や運賃の取り扱いについて検討する必要がある。 

 

・各交通事業者のキャッシュフロー 

 各事業者の運営が資金不足とならない様に、適切なタイミングでの補助金給付を検討する必

要がある。 

  

・駅等において日々のチケット販売や乗客との精算に対応するための釣銭残高 

駅等においてチケットの販売や乗客との精算において釣銭をやり取りするのに十分な小額

紙幣の残高を確保する必要がある。 

  

 

5.2.3上位システムの在り方の検討 

図 1.2 において Lv5 のシステムを CCHS として示したが、前項で示したとおりハノイでは清算

機能(Clearing)が不要なため、当該階層のシステムを”チケット管理システム(TMS: Ticket 

Management System)”と仮称する。チケットセンターでは全交通モードのチケットを管理すること

から、膨大なデータ量を適切かつ迅速に処理する必要があり、情報システムを前提とした運営制

度の構築が必須であると言える。 

5.2.1項で整理した業務を、情報システムを用いて行う場合、表 5.1 に示す情報の取り扱いを検

討する必要がある。 

 
表 5.1 上位システムで取り扱う情報 

# 取扱情報 TMS との通信 

(方向・頻度) 

TMS 機能 

種別 内容 

1 一件明細情報 
(Transaciton 
Data) 

[乗車券発売情報] 
カード処理結果を確認するため

のデータ(カードステータス更

新も含まれる) 
主に以下項目が含まれる。 
カード ID、発売箇所、発売日時、

シーズンパス情報（種類、有効

期限など）、個人情報（氏名、電

話番号など）、SV 残額 
 

AFC 機器～TMS 
(上り・随時) 

・収入管理機能 
・カード情報管理 

[交通機関別の乗車券利用状況] 
カードの処理結果を確認するた

めのデータ(カードステータス

の更新も含まれる) 
主に以下項目が含まれる。 

AFC 機器～TMS 
(上り・定時(毎時

等) 

・統計管理機能 
・カード情報管理 
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カード ID、利用箇所、利用日時、

処理内容、SV 利用額、SV 残額 
 

2 ブラックリス

ト 
(Black List) 

カードの不正利用を防止するた

めのカード ID リストを CCHS
でマージして関連システムへ配

信する 
 

AFC 機器～TMS 
(下り・随時及び・

定期(日次等)) 

・Black List 管理機

能 

3 情報照会 
(Information 
Query) 

カード情報を照会するためのデ

ータ 
AFC 機器～TMS 
(上り及び下り・随

時) 

・カード情報管理

機能 

注: カードステータスはカードの状態（発行前・発行済・回収済など）を管理するデータ項目 
出典: 調査団 

 
なお、上位システムを検討するにあたり、考慮すべき事項を表 5.2 に示す。この観点を基にし

て想定したチケットセンターで所管すべきシステムの論理構成を図 5.11 に示す。なお、サーバー

等の物理的な配置については、配置するエリアの環境等を基に更なる詳細検討を要する。 

 
表 5.2 上位システムの検討視点 

要素 概説 

信頼性 システム異常時のビジネスインパクトを以下の観点から分析する必要がある。 
・利用者に与える影響度 
・影響範囲（例：特定の事業者のみ、不特定多数の利用者、特定のバス車両のみ等） 
・障害時の代替性 

可用性 冗長化やバックアップなどついて検討する必要がある。 
 

保守性 不具合への対応やメンテナンスのしやすさ、機能変更・追加の行いやすさ、不具合に

よるシステム停止時間等について検討する必要がある。 
ｼｽﾃﾑ 

ｱｰｷﾃｸﾁｬ 

サーバ構成、ストレージ性能、バックアップ方式について検討する必要がある。 

耐障害性 バックアップデータやプログラム等の遠隔地保管など、天災発生後の復旧を考慮した

システム運用について検討する必要がある 
環境 本番環境 ：本番システムを運用する環境。 

保全環境 ：本番同等の状態を維持し、本番環境での不具合や障害への対応・検証を

行う環境。 
次期試験環境：次世代プログラムの開発・試験を行う環境。試験センタ（試験用の 

     Lv1～4 機器が設置されている環境）と連携する。 
オフィス：システム保守部門、運営部門が駐在する場所。 
カード初期化場所：カード初期化を行う Card Encoding Machine が設置される場所。 

出典：調査団 
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図 5.11 システム概念構成図 

＊１Lv4 は、Lv5 でその機能を所掌することが可能なため必須ではない 
出典：調査団 

図 5.11 に記載の通り、上位システムの内と外で通信ネットワークが必要となるため、回線の種

類（公衆回線、専用線など）、速度、セキュリティ、冗長構成、責任範囲の明確化などについて更

なる検討を要する。 
 

表 5.3 各サーバ等の役割 
№ サ ー バ 名 役 割 
1 メイン(AP・DB)サーバ カード情報管理、不正チェック、清算などの処理を行う。 
2 接続サーバ 他のレイヤーのサーバとの接続／処理を制御する。 
3 Web サーバ Web サーバ機能を提供する。 
4 調査端末 カード情報、利用データの検索／出力などを行う。 
5 運用端末 各サーバの操作、設定、情報表示を行う。 
6 監視端末 システムの状態をモニタに出力する。 
7 タイムサーバ 各サーバの整時処理を行う。 

出典：調査団 

チケットセンターの組織体制

同センターが公共交通全体の IC カード及び収益を管理することから、不正リスクにも適切に対

応した体制の整備が必要があると捉えている。具体的には、全社レベル、業務レベル、IT レベル

の 3 階層それぞれに置いて適切な業務手続きを定め、それを文書化したうえで、厳格に運用して

いくことが求められる。(図 5.12) 
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図 5. 12  チケットセンターにおいて文書化すべき事項(案) 

出典: 調査団 

(全社レベル) 

全社レベルでは、不正を誘発しない組織整備とその業務ルールを規程という形式で明文化する

ことが重要となる。組織については、本節の前項までに整理した機能及びシステムの管理を実現

するため、チケット及び収益を管理する営業系部門とシステムを所管するシステム部門を備えた

構成になると考えられるが、不正リスクに対応したものとするため、業務の分掌、管理層による

モニタリング及び内部監査といった不正リスクを防止・発見する支援部門の配置が有用である。

(図 5.13) 

システム

部門

収益部門

管理チーム

運
用(

ヘ
ル
プ
デ
ス
ク)

総務部門内
部
監
査

開
発

経
理

運
輸
収
益
管
理

総
務

チ
ケ
ッ
ト
管
理

組織
主な役割

部署 チーム

管理

• センターの日々の運用に対する決定

• センターの業務計画と投資計画の実行に係る管理

• センターの内部管理に関する規則の発行

内部監査
• 内部規則の必要要件に対するコンプライアンス評価を

目的とした内部監査の実施

総務部門

総務
• 総務関連業務の管理

• コンプライアンス方針（ITセキュリティ含む）の設定

経理
• 現金管理

• 総勘定元帳への転記 (現金と在庫)

収益部門

チケット

管理

• ICカードの在庫管理

• ICカードの初期化

• ICカード事業者と保有者からの問合せの管理

• ICカードのブラックリスト管理

運輸収益

管理

• 公共交通事業者の管理

• 運賃収受と分配

システム

部門

運用 • 公共交通事業者からの問合せ管理

開発
• システム開発及び保守

• システムベンダー管理

各部署の主な役割組織構造

<考慮すべきポイント>
 業務分掌
 モニタリング
 評価

職務分掌

職務分掌

評価

モニタリング モニタリング モニタリング

職務分掌

図 5. 13  チケットセンターの組織(案) 
 出典: 調査団 

 
規程類については一般的な組織体で整備する人事規程等に加えて、不正リスクに対応するため

表 5.4 に示す事項を検討することが有用である。 
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表 5.4 とくに検討すべき規程類

規程

内容
カテゴリー 名称

全般

内部統制 • センター内の内部統制*を定義したもの.

内部監査 • 業務サイクルに沿った内部監査を定義したもの

セキュリ

ティ

情報セキュリティ管理 • センターが取り扱う情報に関するセキュリティ方針を定義したもの

個人情報 • 個人情報の保護規定を定義したもの

IT
ITシステム運営 • ITシステム運営における全般的な手順を定義したもの

ITシステム開発 • ITシステム開発及び保守における全般的な手順を定義したもの

* 不正行為の防止及び発見を目的とした各部署による業務  
 出典: 調査団 
 

※システム運営・維持管理の体制 

IT 人材については、雇用から育成まで簡単にはできはないことが想定されるため、極力少ない

人数で運営維持業務を遂行できる組織編成が望まれる。しかしながら、公共交通が 365 日運用さ

れていることを鑑みると上位システムについても基本的に同レベルの稼動が求められると考えら

れるため、交代制は考慮する必要がある。このため、サーバーを 1 拠点のマシン室に設置するこ

とで人員の配置箇所を局所化し、全体的な人数低減を図る。 

上位システムの運用に必要な体制・役割案を以下に示す。なお、以下の役割は論理的なもので

あり、物理的には 1 名で複数の役割を担当する場合もあり得る。 

 

<保守部門> 

1) システム管理者 

システム全体の稼動責任者。システム運営体制の確立、稼働状況の管理、障害時の復

旧策検討を行う。また、システムの機能変更、ハードウェア・ソフトウェアのバージ

ョンアップなどの検討を行う。 

2) インフラ管理者 

ハードウェア・OS・ミドルウェアなどの対応者。ハードウェア、ミドルウェアなどの

メンテナンス管理を行う。 

3) 業務管理者 

業務アプリケーションの対応者。アプリケーション仕様の変更、入替時に計画・方式

検討を行う。 

4) ネットワーク管理者 

システムのネットワーク対応者。ネットワーク障害時の原因調査・対策を検討する。 
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<運営部門> 

1) オペレータ 

システムの操作・監視の担当者。異常時などにシステム管理者に連絡し、指示を受け

る。また、バックアップ用の媒体を保管・管理する。 

2) 窓口 

問合せ、操作依頼の対応窓口。障害時の問合せや、オペレータへの操作依頼窓口とし

て対応する。 
 

(業務レベル) 

業務レベルでは、不正を誘発しないプロセスの設計とその明文化が重要となる。具体的な業務

の流れを図示する業務フローと業務手続きを規定するマニュアルの整備となる。5.2.2 項で整理し

た業務内容の範囲で想定され得る業務一覧を表 5.5 に示す。 

 
表 5.5 チケットセンターにおける業務一覧(例)  

規程

内容
カテゴリー 名称

カード処理

在庫管理 カードベンダーからの受領 ->  実地棚卸

初期化 一時保管場所からの回収 ->初期化 -> 駅へのカード送付

廃棄 駅からのカード回収

運賃集金 エラー対応 システムエラー対応

運賃分配

通知 事業者に対する通知の送付

報告 DOT(TRAMOC)及びMRBに対する報告

計画と決算

計画 次期会計年度と中期（5年間）の計画策定と当局に対する報告

決算 当該会計年度の決算報告書の策定

*場合により現金管理等は上記リストに追加される。  
出典: 調査団 

 

(IT レベル) 

チケットセンターの主な業務は情報システムを軸にして行われるため、同システムの管理手続

きについても明文化することが重要である。手続きの制定にあたっては、わが国を含めて、米国

の情報システムコントロール協会（ISACA: the Information Systems Audit and Control Association）

等が提唱する IT ガバナンス指針である COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology)を参照することが一般的である。表 5.6 にその一例を示す。 

なお、手続きのなかでも重要となるのはアクセスコントロールと呼ばれるもので、情報システ

ムや管理文書へのアクセスを承認した者だけに制限する仕組みである。 
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表 5.6  IT 管理業務で考慮すべき統制領域(例) 
管理業務

備考
領域 業務 (例)

計画と組織

 戦略的IT計画の定義

 人的資源管理

 リスク評価

調達と導入
 アプリケーションソフトウェア

と技術基盤の調達と保守

サービス提供・

サポート

 設備管理

 データ管理

 問題・インシデント管理

 構成管理

 顧客支援及び助言

 利用者のトレーニングと教育

 費用の捕捉と配賦

 システムセキュリティの保証

 継続的なサービスの保証

 性能とキャパシティ管理

 サードパーティのサービス管理

物理的アクセス管理

- 建物及び部屋への出入管理

ex. セキュリティチェック、ID登録、アクセスログ監視、IDカードの在庫

チェック

論理的アクセス管理

- セキュリティ規程の文書化 (内部規則とマニュアル)
- IT担当者の職務分掌

- 権限付与者のIDとパスワード

ex. ID登録、アクセスログ監視、IDカードの在庫チェック

- 緊急対応時のID管理

監視
 業務監視

 内部統制の妥当性評価

出典: COBIT

チケットセンター設立工程

ここでは、チケットセンター設立に係る全体工程を示す。2015 年から新規開業する公共交通の

需要予測を振り返ると図 5.14 及び表 5.7 の様になっている。2015 年の BRT 開業では微増である

が、MRT 2a 号線の開業から日次 10 万人の利用増が見込まれ、MRT2 号線が開業する 2021 年には

約 35 万人の増加が見込まれる。この様な大規模な利用データを処理するには適切な組織体とシス

テムが必要である。少なくとも、MRT2a 号線が開業する 2016 年までにセンター組織を立ち上げ、

MRT2号線が開業する2021年には各路線の利用者情報を自動集計するための上位システムが整備

される必要があると言える。(詳細な整備工程は 6 章にまとめている。) 
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図 5. 14 ハノイ市の新規開業公共交通の利用者数推移 

出典: BRT: 世界銀行"Environmental Management Plan for BRT project in hanoi” 2013 年 10 月 
  MRT: JICA "Establishment of an Organization for the O&M of Metropolitan Railway 
  Lines in Hanoi City", Nov 2011  

表 5.7 ハノイ市公共交通利用者数の見込み 
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5.2.6上位システムの導入・保守・更新コスト 

上位システムの設計・開発・試験のコスト(例)を以下に示す。なお、当該コストは上位システ

ムを範囲とするもので AFC 機器側の仕様定義や連動試験は含まれない。 
(一次導入費の詳細内訳は Appendix-4 参照) 

表 5.8 上位システム 一次導入費(例) 

# 項目 内訳 

価格[百万円] 
外貨 内貨 総計 

合
計 

円
借
款 

他 合
計 

円
借
款 

他 合
計 

円
借
款 

他 

1 システム構築費 ハードウェア 51 51 0 52 20 32 103 71 32 

2 ソフトウェア 

（ライセンス料含む） 
261 261 0 47 18 29 308 279 29 

3 構築費（人件費） 

 
287 287 0 0 0 0 287 287 0 

4 小計 

 
599 599 0 99 38 61 698 637 61 

5 システム構築期

間中のサポート

費 (*1) 

ハードウェア 

 
0 0 0 1 0 1 1 0 1 

6 ソフトウェア 

 
0 0 0 14 5 9 14 5 9 

7 小計 

 
0 0 0 15 5 10 15 5 10 

8 教育、試験支援 教育 

 
16 16 0 0 0 0 16 16 0 

9 試験支援 

 
9 9 0 0 0 0 9 9 0 

10 小計 

 
25 25 0 0 0 0 25 25 0 

11 

マシン室建設費 空調・電源容量拡張、

セキュリティ機器、ネ

ットワーク機器、作業

用のイス・机 (*2) 

5 5 0 15 15 0 20 20 0 

12 予備費(*3) 物価上昇時 

 
29 29 0 15 6 9 44 35 9 

13 物理的事故、災害時 

 
33 33 0 7 3 4 40 36 4 

14 小計 

 
62 62 0 22 9 13 84 71 13 

調達パッケージ合計          

15 

コンサルティン

グ 

サービス 

基本設計、入札支援

（入札書類の準備な

ど含む）、実装・教育

の監督 

120 120 0 30 30 0 150 150 0 

16 管理費  

 
- - - 66 0 66 66 0 66 

合計 (VAT・関税は含まず) 811 811 - 247 97 150 1,058 908 150 

*1 システム稼動までに発生する、ハードウェア／ソフトウェアの保守費。システムのハードウェア／

ソフトウェアは、購入時点から保守費が発生するが、本番稼動の 1 年ほど前に購入し、事前に環境

セットアップ・各種試験を行う必要がある。 
*2 ラックキャビネット（高さ 1200mm、幅 600mm、奥行き 1200mm）x 2 台分の設置スペースが確保で

きるスペースを想定 
*3 物価上昇率(外貨: 1.7%、内貨: 4.9%), 予備費(I~IV-1 の 5%), 管理費(I~IV の 8%) 
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表 5.9 上位システム 保守費(年間)  

# 項目 内訳 価格[百万円] 

1 システム運用・保守費 ハードウェア 

 
6 

2 ソフトウェア 

（ライセンス料含む） 
47 

3 構築費（人件費） 

 
38 

4 小計 

 
91 

5 VAT・関税  
 

- 

6 合計  
 

91 

 

表 5.10 上位システム 更新費 (5 年毎) 

# 項目 内訳 価格[百万円] 

1 システム構築費 ハードウェア 

 
56 

2 ソフトウェア 

（ライセンス料含む） 
125 

3 構築費（人件費） 

 
61 

4 小計 

 
242 

5 システム構築期間中のサポー

ト費 (*1) 
ハードウェア 

 
1 

6 ソフトウェア 

 
7 

7 小計 

 
8 

8 VAT・関税  
 

- 

9 合計  
 

250 

*１ システム稼動までに発生する、ハードウェア／ソフトウェアの保守費。システムのハードウ

ェア／ソフトウェアは、購入時点から保守費が発生するが、本番稼動の 1 年ほど前に購入し、

事前に環境セットアップ・各種試験を行う必要がある。 
 
(コスト算定の前提) 
・システム機能は表 5.7 に示す利用者数(データ量)を処理するシステム(Lv-5)を前提としている。 
・Lv5 ～ 各事業者(バス、BRT、MRT)間のデータ連携は、共通インタフェース仕様に準拠し

て構築されていることを前提としている。 
・システムの主なサーバー及び機器は 1 拠点のマシン室に設置される。 
・ハードウェア、ソフトウェアのサポートサービスは平日、日中帯の対応を前提とする。 

 
5.2.7都市鉄道 1号線との相互利用について 

JICA が 2011～12 年に実施した『ベトナム国ハノイ市都市鉄道運営組織設立支援プロジェクト

実施支援調査(SAPI)』では、1 号線の運営維持管理組織体について、現行のベトナム国有鉄道会

社(VNR: Vietnam Railways)が運営する鉄道と軌道を共用することから、運営上の整理として VNR

が担うべきである旨が示されていたが、運賃収受の在り方は具体的な言及がなされていなかった。
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また、「Ngoc Hoi - Yen Vien 間の高架鉄道に係る交通省大臣とハノイ市人民委員会委員長の結論」

(519/TB-BGTVT-UBHN: 2005 年 10 月)でも VNR オペレーションを所掌するとされているものの、

運賃及び補助金については一切触れられていない。 

都市鉄道の管理は、3.1 節で述べたように鉄道法(35/2005/QH11)及び 2020 年までのハノイ市社

会経済開発マスタープラン(1081/2011/QD-TTg)において人民委員会の所掌とされていることから、

運賃の管理はハノイ市が担い、その運営維持管理を VNR に業務委託するというスキームも考え

得る。この場合、1 号線はハノイ市公共交通の一部という整理になるため、図 5.6 に示す公共交通

事業者の一つと位置づけられるものと見ることができる。 

運賃収受も含めて 1 号線の管理を VNR が全て担うと整理される場合において、ハノイ市公共

交通と MRT1 号線を 1 枚の IC 乗車券で利用できるようにする際には、決定 20 でいうところの複

数の事業者を跨いで利用可能なカードと位置付けられ、商業銀行によるカード発行の可能性が出

てくるものと捉えている。 

 

 

5.3 ホーチミン市 

5.3.1統合 ICカードの在り方 

ハノイでは市の決定に従って市当局が交通系 IC カードを一括発行する方針であるが、ホーチミンは

3.1.2項で述べたとおり、カード発行体に係る方向性をまだ決めていない。3.1.2項で示した様に公共交通

機関における相互利用という目標だけが共通認識となっている状況である。しかしながら、DOTは所管す

る検討作業がホーチミン市人民委員会(HCMC-PC)に予算承認されたものであることから、その最終報告

書(2014 年 7 月発行予定)を受けて、いずれは市バスに対する方針が示されることになると考えられる。ま

た、将来、当該方針は DOTが管理することになる BRTにも適用されると言われている25。 

この様な状況に加えて、現時点で市行政機関には電子マネー利用の方針がないことから、図 5.2に示

したように公共機関や銀行等が考え得るカード発行主体になると思われるものの、以下 2点より初期段階

では市の機関による発行とする方が望ましいと言える。 

 
・BRT 及び MRT の AFC 機器が各建設プロジェクトにおいて ODA 事業として購入され、その返済義

務を市が負うため、当該資産を銀行等の第三者と共用もしくは第三者へ移転することは難しい。また、

当該事業の所管部門において資産管理を行うべきである。 

・既存公共交通であるバスにおいて、MOCPT が発行しているチケット(路線共通回数券)と、各事業者

が車中にて発行しているチケット(一回券)の 2 種が存在しており、実証事業で発行した IC カードは

MOCPT が発行主体であったことから、バス IC カードについては同様に MOCPT が発行するスキー

ムであれば制度変更をせずに適用可能と思われる。 

 
現実的な視点で見ると、バスと BRTはDOT(MOCPT)が、MRTはMAURが発行主体となると言え、こ

の場合におけるビジネスモデルは図 5.15に示す様になる。 

 

                                                        
25 2014 年 4 月 11 日 BRT プロジェクトユニット(PMU)へのヒアリングより 
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図 5. 15  ホーチミン市公共交通における IC カードのビジネスモデル 

 出典：調査団 

 

 
交通ネットワーク形成段階における上位システムの所管 

図 3.6 に示した様に、BRT1 号線と MRT1 号線は 2018 年に開業する。更に MRT2 号線が 2020

年、5 号線は 2021 年と順次開業する。また、各モード間には乗換接点があり、2018 年から急激に

公共交通利用者が増えることが見込まれる。このことから、2019 年 1 月までにはこれら交通モー

ドを統括するサーバが構築されている必要がある。(図 5.16) 

 
HCMCは、2018年に交通ネットワークを形成する
予定であり、この時には二つの交通モード間で相
互利用が実現されるべきである。残り1年半の間
に、 HCMCは方針と基準と同様にビジネスモデ
ルとシステム要件を完成させるべきである。 .
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図 5.16  MRT 1 号線と BRT 1 号線の乗換接点 

出典：調査団 
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図 5.16 に示す様に、相互利用実現までには 4.5 年しかなく時間的制約がある。公共交通 IC カ

ードの導入は方針や規格の策定の後に行われるべきであるが、2018 年～2021 年の交通ネットワー

ク形成時点における相互利用の実現を図るためには、サーバシステムの導入は方針策定と並行し

て実施する必要がある。時間制約緩和のために、既存の活動で想定されているリソースは最大限

活用すべきと考える。一般的に、上位システムは 1) 運営維持に係る要員、2) 空調、セキュリテ

ィ、安定電源が備わったサーバルーム、3) 駅に接続する外部ネットワークが必要となるし、これ

らの構築には一定の時間がかかる。  

2018 年までに、これらの事項は JICA の技術協力で支援される話もあり、設備については MRT1

号線建設プロジェクトで整備される予定である。とくに、同プロジェクトで整備されるネットワ

ークは 2018 年～2021 年の相互利用実現のためにデータコリドーとしてその有用性を示すものと

考えている。この様なことから、MRT 運営維持管理組織が上位システムを担当する機関として最

適であると言える。(図 5,17, 5,18) 

 

 

図 5. 17  相互利用に活用できるリソース 
     出典：調査団 
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図 5.18 交通ネットワーク形成段階での上位システム 

   Lv4 は、Lv5 でその機能を所掌することが可能なため必須ではない。

   出典：調査団 
 
 

上位システム運営主体としての 運営組織の役割

(上位システムに係る業務委託) 
MAUR または人民委員会との業務委託契約により、MRT 運営組織が上位システムの管理

を行う場合、既存規制機関(MOCPT や MAUR)などの管理業務のために運輸収益レポートの配

信業務を担うことになる。 言い換えると、MOCPT や MAUR はこれまで通り運賃管理や補

助金管理を所管し、その根拠となるレポートを MRT 運営組織が提供する構図となる。 (図

5.19) 
 

図 5.19  MRT 運営組織の役割に係る概念図 
出典：調査団 
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(カード販売に係る業務委託) 
MRT チケット販売については、MAUR がその管理責任を有するものの、乗客が購入やチ

ャージのために MAUR の事務所まで出向くのは利便性を損ない、利用者の低下につながりか

ねないと考えられる。このことは既にホーチミン市はバスの実証事業で経験済みである。こ

のため、MAUR または人民委員会と MRT 運営組織との再委託契約により駅での発売を行う

ようにすべきと考える。 
とくに、資産管理の観点から、単一の機関がカードの購入及び初期化を行うべきであるた

め、各建設プロジェクトは初期化装置を MRT 運営組織に移管するべきと考えられる。これ

により、初期化から販売、回収まで一貫して一つの機関がカードの管理を行えるのである。 
(図 5.20) また、MAUR は管理責任を有するため MAUR の監視のもとではあるが、不正利用

に係る対応を MRT 運営組織も所管することとなる。 

 

チケット
製造者

MRT事業者 利用者 MRT事業者

MRT1号線の
駅

MRT2号線の
駅

MRT5号線の
駅

MRT1号線チケット
(ICカード)

MRT2号線チケット
（ICカード）

MRT3号線チケット
（ICカード）

初期化装置
(MRT1号線)

初期化装置
(MRT2号線)

初期化装置
(MRT5号線)

チケット

チケット

チケット

MRT1号線の
駅

MRT2号線の
駅

MRT5号線の
駅

廃棄もしくは
再利用

開始 フォーマット設定 発売 使用

ICカードのライフサイクル

集金
廃棄もしくは
再利用

  
図 5.20  IC カードのライフサイクルにおける MRT 運営組織の役割 

出典：調査団 

 
収益管理・配分及びチケット販売に関連して、現金管理も大きな検討事項の一つであり、主に

以下の観点から今後整理を行う必要がある。

・ 運営組織のキャッシュフロー

各事業者の運営が資金不足とならない様に、適切なタイミングでの補助金給付を検討する必

要がある

・交通事業者が日々のチケット販売や乗客との精算に対応するための釣銭残高

駅等においてチケットの販売や乗客との精算において釣銭をやり取りするのに十分な小額

紙幣の残高を確保する必要がある。
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5.3.4 上位システムの概要 

図 1.2 に示した様に、Lv 5 のシステムは“CCHS”と呼ばれているが、上述したようにホーチ

ミン市ではクリアリング機能が不要であることから、MRT 運営組織で担当するシステムにつ

いてチケット管理システム(TMS:Ticket Management System)と呼称する。 
MRT 運営組織は MRT のチケットと、MRT1 号線と乗換接点を持つ交通機関の収益データを

適時に管理することが求められる。このため、MRT 運営組織は情報システムを中心とした業

務を検討する必要がある。 

5.3.3項で整理した業務を、情報システムを用いて行う場合、以下に示す情報の取り扱いを検

討する必要がある。 

 
表 5.11 上位システムで取り扱う情報 

# 取扱情報 TMS との通信 
(方向・頻度) 

TMS 機能 

種別 内容 

1 一件明細情

報 
(Transaciton 
Data) 

[乗車券発売情報] 
カード処理結果を確認するためのデー

タ(カードステータス更新も含まれる) 
主に以下項目が含まれる。 
カード ID、発売箇所、発売日時、シー

ズンパス情報（種類、有効期限など）、

個人情報（氏名、電話番号など）、SV
残額 
 

AFC 機器～TMS 
(上り・随時) 

・収入管理機能 
・カード情報管理 

[交通機関別の乗車券利用状況] 
カードの処理結果を確認するためのデ

ータ(カードステータスの更新も含ま

れる) 
主に以下項目が含まれる。 
カード ID、利用箇所、利用日時、処理

内容、SV 利用額、SV 残額 
 

AFC 機器～TMS 
(上り・定時(毎時等) 

・統計管理機能 
・カード情報管理 

2 ブラックリ

スト 
(Black List) 

カードの不正利用を防止するためのカ

ード ID リストを CCHS でマージして

関連システムへ配信する 
 

AFC 機器～TMS 
(下り・随時及び・定期

(日次等)) 

・Black List 管理

機能 

3 情報照会 
(Information 
Query) 

カード情報を照会するためのデータ AFC 機器～TMS 
(上り及び下り・随時) 

・カード情報管理

機能 

*注: カードステータスはカードの状態（発行前・発行済・回収済など）を管理するデータ項目 
出典: 調査団 

 
なお、上位システムを検討するにあたり、考慮すべき事項を表 5.12 に示す。この観点を基にし

て想定したチケットセンターで所管すべきシステムの論理構成を図 5.21 に示す。なお、サーバー

等の物理的な配置については、配置するエリアの環境等を基に更なる詳細検討を要する。 
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表 5.12  上位システムの検討視点 
要素 概説 
信頼性 システム異常時のビジネスインパクトを以下の観点から分析する必要がある。 

・利用者に与える影響度 
・影響範囲（例：特定の事業者のみ、不特定多数の利用者、特定のバス車両のみ等） 
・障害時の代替性 

可用性 冗長化やバックアップなどついて検討する必要がある。 
 

保守性 不具合への対応やメンテナンスのしやすさ、機能変更・追加の行いやすさ、不具

合によるシステム停止時間等について検討する必要がある。 
ｼｽﾃﾑ 

ｱｰｷﾃｸﾁｬ 
サーバ構成、ストレージ性能、バックアップ方式について検討する必要がある。 

耐障害性 バックアップデータやプログラム等の遠隔地保管など、天災発生後の復旧を考慮し

たシステム運用について検討する必要がある 
環境 本番環境 ：本番システムを運用する環境。 

保全環境 ：本番同等の状態を維持し、本番環境での不具合や障害への対応・検証

を行う環境。 
次期試験環境：次世代プログラムの開発・試験を行う環境。試験センタ（試験用の 

Lv1～4 機器が設置されている環境）と連携する。 
オフィス：システム保守部門、運営部門が駐在する場所。 
カード初期化場所：カード初期化を行う Card Encoding Machine が設置される場所。 

出典: 調査団 

 
図 5.21  システム概念構成図 

*1: Lv4 は、Lv5 でその機能を所掌することが可能なため必須ではない 
出典：調査団 

 
図 5.21 に示した様に、上位システムが設置される環境の場以外で通信回線が必要となる。
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MRT1 号線の範囲内、すなわち駅からデポ内マシン室までは同建設プロジェクトで整備され

る。BRT の範囲であれは同建設プロジェクトで同様に整備される。従って、MRT1 号線と BRT1
号線、MRT1 号線とそのフィーダバスの接続点についてのみ後続フェーズで詳細に調査すれ

ば良いと言える。この際に留意すべき点は、通信形式(専用線か公衆回線か)、通信速度、セ

キュリティレベル、冗長性、各プロジェクトの分掌である。 

 

 
表 5.13 サーバ等の役割 

№ サ ー バ 名 役   割 
1 メイン(AP・DB)サーバ カード情報管理、不正チェック、清算などの処理を行う。 
2 接続サーバ 他のレイヤーのサーバとの接続／処理を制御する。 
3 Web サーバ Web サーバ機能を提供する。 
4 調査端末 カード情報、利用データの検索／出力などを行う。 
5 運用端末 各サーバの操作、設定、情報表示を行う。 
6 監視端末 システムの状態をモニタに出力する。 
7 タイムサーバ 各サーバの整時処理を行う。 

  出典：調査団 

 
 
5.3.5 上位システム管理組織の要件 

MRT 運営組織が MRT の IC カード及び MRT1 号線と乗換接点を持つ公共交通の収益デー

タを管理することから、当該組織の内部規程及び IT 管理業務は不正リスクに対応した設計が

行われるべきであり、MAUR の承認を得るべきと考える。 

規程類については一般的な組織体で整備する人事規程等に加えて、不正リスクに対応するため

表 5.14 に示す事項を検討することが有用である。 

 

 
表 5.14  考慮すべき主要業務 

規程

内容
カテゴリー 名称

全般

内部統制 • センター内の内部統制*を定義したもの

内部監査 • 業務サイクルに沿った内部監査を定義したもの

セキュリ

ティ

情報セキュリティ管理 • MRP事業者が取り扱う情報に関するセキュリティ方針の定義したもの

個人情報 • 個人情報の保護規定を定義したもの

IT
ITシステム運営 • ITシステム運営における全般的な手順を定義したもの

ITシステム開発 • ITシステム開発及び維持における全般的な手順を定義したもの

* 不正行為の防止及び発見を目的とした各部署による業務
 

出典：調査団 
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※システム運営・維持管理の体制 

IT 人材については、雇用から育成まで簡単にはできはないことが想定されるため、極力少ない

人数で運営維持業務を遂行できる組織編成が望まれる。しかしながら、公共交通が 365 日運用さ

れていることを鑑みると上位システムについても基本的に同レベルの稼動が求められると考えら

れるため、交代制は考慮する必要がある。このため、サーバーを 1 拠点のマシン室に設置するこ

とで人員の配置箇所を局所化し、全体的な人数低減を図る。 

上位システムの運用に必要な体制・役割案を以下に示す。なお、以下の役割は論理的なもので

あり、物理的には 1 名で複数の役割を担当する場合もあり得る。 

 

<保守部門> 

1) システム管理者 

システム全体の稼動責任者。システム運営体制の確立、稼働状況の管理、障害時の復

旧策検討を行う。また、システムの機能変更、ハードウェア・ソフトウェアのバージ

ョンアップなどの検討を行う。 

2) インフラ管理者 

ハードウェア・OS・ミドルウェアなどの対応者。ハードウェア、ミドルウェアなどの

メンテナンス管理を行う。 

3) 業務管理者 

業務アプリケーションの対応者。アプリケーション仕様の変更、入替時に計画・方式

検討を行う。 

4) ネットワーク管理者 

システムのネットワーク対応者。ネットワーク障害時の原因調査・対策を検討する。 

 

<運営部門> 

1) オペレータ 

システムの操作・監視の担当者。異常時などにシステム管理者に連絡し、指示を受け

る。また、バックアップ用の媒体を保管・管理する。 

2) 窓口 

問合せ、操作依頼の対応窓口。障害時の問合せや、オペレータへの操作依頼窓口とし

て対応する。 

 

(業務レベル) 

業務レベルでは、不正を誘発しないプロセスの設計とその明文化が重要となる。具体的な業務

の流れを図示する業務フローと業務手続きを規定するマニュアルの整備となる。5.3.3 項で整理し

た業務内容の範囲で想定され得る業務一覧を表 5.15 に示す。 
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表 5.15  MRT 運営組織における業務一覧(案)

プロセス

備考
カテゴリー サブカテゴリー

カード処理

在庫管理 カードベンダーからの受領 ->  実地棚卸

初期化 一時保管場所からの回収 ->初期化 -> 駅へのカード送付

廃棄 駅からのカード回収

運賃収受 エラー対応 システムエラー対応

運賃報告 報告 DOT(MOCPT)及びMAURへの報告

* 場合により現金管理は上記リストに追加される。  
出典：調査団

 

(IT レベル) 

チケットセンターの主な業務は情報システムを軸にして行われるため、同システムの管理続き

についても明文化することが重要である。手続きの制定にあたっては、わが国を含めて、米国の

情報システムコントロール協会（ISACA: the Information Systems Audit and Control Association）等

が提唱する IT ガバナンス指針である COBIT (Control Objectives for Information and related 

Technology)を参照することが一般的にである。表 5.16 にその一例を示す。 

なお、手続きのなかでも重要となるのはアクセスコントロールと呼ばれるもので、情報システ

ムや管理文書へのアクセスを承認した者だけに制限する仕組みである。 
 

表 5.16  IT 管理業務で考慮すべき統制領域 (例) 
管理業務

備考
領域 業務 (例)

計画と組織

 戦略的IT計画の定義

 人的資源管理

 リスク評価

調達と導入
 アプリケーションソフトウェア

と技術基盤の調達と保守

サービス提供・

サポート

 設備管理

 データ管理

 問題・インシデント管理

 構成管理

 顧客支援及び助言

 利用者のトレーニングと教育

 費用の捕捉と配賦

 システムセキュリティの保証

 継続的なサービスの保証

 性能とキャパシティ管理

 サードパーティのサービス管理

物理的アクセス管理

- 建物及び部屋への出入管理

ex. セキュリティチェック、ID登録、アクセスログ監視、IDカードの在庫

チェック

論理的アクセス管理

- セキュリティ規程の文書化 (内部規則とマニュアル)
- IT担当者の職務分掌

- 権限付与者のIDとパスワード

ex. ID登録、アクセスログ監視、IDカードの在庫チェック

- 緊急対応時のID管理

監視
 業務監視

 内部統制の妥当性評価

出典: COBIT   
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5.3.6 上位システムの導入・保守・更新コスト 

上位システムの設計・開発・試験のコスト(例)を以下に示す。なお、当該コストは上位システ

ムを範囲とするもので AFC 機器側の仕様定義や連動試験は含まれない。 
(一次導入費の詳細内訳は Appendix-4 参照) 
 

表 5.17  上位システム 一次導入費(例) 

# Category Item 

価格[百万円] 
外貨 内貨 総計 

合
計 

円
借
款 

他 合
計 

円
借
款 

他 合
計 

円
借
款 

他 

1 システム構築費 ハードウェア 51 51 0 52 20 32 103 71 32 

2 ソフトウェア 

（ライセンス料含む） 
261 261 0 47 18 29 308 279 29 

3 構築費（人件費） 
 287 287 0 0 0 0 287 287 0 

4 小計 
 599 599 0 99 38 61 698 637 61 

5 システム構築期間

中 のサポ ート 費 

(*1) 

ハードウェア 
 0 0 0 1 0 1 1 0 1 

6 ソフトウェア 
 0 0 0 14 5 9 14 5 9 

7 小計 
 0 0 0 15 5 10 15 5 10 

8 教育、試験支援 教育 
 16 16 0 0 0 0 16 16 0 

9 試験支援 
 9 9 0 0 0 0 9 9 0 

10 小計 
 25 25 0 0 0 0 25 25 0 

11 

マシン室建設費 空調・電源容量拡張、

セキュリティ機器、ネ

ットワーク機器、作業

用のイス・机 

- - - - - - - - - 

12 予備費(*2) 物価上昇時 
 29 29 0 15 6 9 44 35 9 

13 物理的事故、災害時 
 33 33 0 7 3 4 40 36 4 

14 小計 
 62 62 0 22 9 13 84 71 13 

調達パッケージ合計          

15 
コンサルティング 

サービス 
基本設計、入札支援（入

札書類の準備など含

む）、実装・教育の監督 
120 120 0 30 30 0 150 150 0 

16 管理費  
 - - - 64 0 64 64 0 64 

合計 (VAT・関税は含まず) 806 806 0 230 82 148 1,036 888 148 

*1 システム稼動までに発生する、ハードウェア／ソフトウェアの保守費。システムのハードウェア／

ソフトウェアは、購入時点から保守費が発生するが、本番稼動の 1 年ほど前に購入し、事前に環境

セットアップ・各種試験を行う必要がある。 
*2 物価上昇率(外貨: 1.7%、内貨: 4.9%), 予備費(I~IV-1 の 5%), 管理費(I~IV の 8%) 
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表 5.18  上位システム保守費 (年間) 

# 項目 内訳 価格[百万円] 

1 システム運用・保守費 ハードウェア 

 
6 

2 ソフトウェア 

（ライセンス料含む） 
47 

3 構築費（人件費） 

 
38 

4 小計 

 
91 

5 VAT・関税  - 

6 合計  91 

 

表 5.19  上位システム 更新費 (5 年毎) 

# 項目 内訳 価格[百万円] 

1 システム構築費 ハードウェア 

 
56 

2 ソフトウェア 

（ライセンス料含む） 
125 

3 構築費（人件費） 

 
61 

4 小計 

 
242 

5 システム構築期間中のサ

ポート費 (*1) 
ハードウェア 

 
1 

6 ソフトウェア 

 
7 

7 小計 

 
8 

8 VAT・関税  - 

9 合計  250 

 
(コスト算定の前提) 
 システム機能は想定される交通モードの利用者数を処理する TMS(Level-5)を前提としている。 
 システムの主なサーバー及び機器は 1 拠点のマシン室に設置される。 
 表 5.17 には含めていないものとして、以下に示す条件のマシン室が必要である。 

- マシン室(ラックキャビネット（高さ 1,200mm、幅 600mm、奥行き 1,200mm）x 2 台分の設

置スペース) 
-  空調、通信回線、電源、セキュリティ設備は含めていない。 
- マシン室内の各種コンピュータ（メインフレーム、サーバなど）の設置・運用を可能とす

る空調設備、通信回線、電源(1 ラック当たり：最大負荷時約 15,000VA) 
- マシン室と外部ネットワーク間のネットワーク機器(ファイアウォールなど) 
- サーバの電源容量は 定常“2,000W”、ピーク時 “15,000W” 
- Lv5 ～ 各事業者(バス、BRT、MRT) 間のデータ連携は、共通インタフェース仕様に準拠

して構築されていることを前提としている。 
- ハードウェア、ソフトウェアのサポートサービスは平日の日中帯の対応を前提とする。 
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第 6章 ベトナム国の上位システム優先計画  
6.1  適用範囲と実施機関 

本節では、ハノイ市及びホーチミン市において優先して整備すべき上位システムの範囲を示し

たうえで、その整備計画(案)を提示する。 

 
6.1.1 ハノイ市 

(適用範囲)  

ハノイ市では、既に HPC 決定(5579/QD-UBND)が公布され、チケットセンターを設立したうえ

で、交通系 IC カードを一元管理する計画となっていることから、同センターが所有すべき IC カ

ード関連システムが適用範囲となる。 

 
(実施機関) 

3.1.1 項で示したとおり、ハノイ市の公共交通 IC カードについては DOT に一任されているため、

DOT が実施機関となる。なお、当該センター設立については、TRAMOC 内に設置されているワ

ーキンググループ(DOT に任命された 3.1.1 項で述べた JICA バス IC カード実証試験のためのグル

ープ)26が具体的な計画(案)を検討することになっている。 

 
(資金調達計画) 

 3.1 節で示したとおり、チケットセンター機能が入る予定の建屋は世界銀行の支援により建設

が進められているものの、上位システムについては範囲外となっているため、別の資金源が必要

であるが、当調査団と DOT との会議(2014 年 5 月)において、DOT からはハノイ市の予算も見込

むことができるためとくに問題視していない旨の発言があった。 

 
(上位システム整備までの工程) 

 図 6.1 に円借款を利用した場合の上位システム整備工程を示す。5.2 節に示したシステムの設計

開発には約 1 年、運用開始までのテスト及び準備として約 6 か月間を要すると見込まれるため、

MRT2 号線が開業すると見られている 2021 年 1 月の運用開始とした場合でも、2018 年 7 月頃に

はシステム開発に係る入札準備作業に入る必要があると考えられることから、円借款として案件

を組成するには、2016 年下期には協力準備調査が行われ、以下に示した事項が整理されることが

望まれる。 

 
 <業務設計> 

チケットセンターで実施する業務の定義は、システム要件を定めるうえで最も重要な情報とな

る。具体的には表 5.5 で示した様な業務一覧を定義したうえで、その業務フローを策定する必要

がある。 

 

 
                                                        
26 DOT Decision 90/QĐ-SGTVT dated Feb 21, 2013. 
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<システム機能定義・運用業務設計> 

各公共交通の券種や割引制度等に加えて、上記の業務フローを基に具備すべきシステム機能を

定義する。また、センターで同システムを運用するにあたり整備すべき統制(表 5.6 で例示した統

制)を整理する。 

 

図 6. 1  ハノイ市チケット管理システム構築に係る全体工程(案) 
  出典：調査団 

 

 
図 6. 2  協力準備調査として実施すべきタスク概要(案) 

 出典：調査団 

なお、上述した協力準備調査が開始される前に BRT や MRT2 路線における AFC システムの設

計・構築が進捗することから、2014 年～2015 年には技術協力の様なスキームにより下記の事項に

対する支援がなされることが望ましい。これにより、上位システムに伝達するデータの整合を予

め担保することができるため、相互利用の実現を効率的に進めることができる。 

 

【技術協力などで整理すべき事項】 

・公共交通の運賃体系に関する正式決定 

・各交通モード間で共用するデータ項目(乗継割引用情報等)の定義 

・カード情報読取りのための鍵管理ルールの策定 
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ホーチミン市 
(適用範囲)  

5.3 節で示した MAUR が所管するシステムが適用範囲となる。一方で、DOT が策定中である IC

カードの方針・規格についても並行して情報交換などを行うことがバスを含めた相互利用を考え

るうえで有用であると言える。

なお、MRT1 号線を軸とした交通ネットワーク形成という点において、同線と交通接点を有す

ることになる交通モードすべてを対象にサーバの在り方を検討することが利用者の利便性向上に

資することになるため、次の協力準備調査では近隣省までも含めて整理することを提案する。 

 

BRT事業者 バス事業者 MRT事業者

相互利用

ホーチミン市行政機関

ﾌｨｰﾀﾞﾊﾞｽ

交通局 / バス管理センター

(バス・BRT用カード発行者)

1号線 2号線 5号線

AFC
Equip.

都市鉄道管理局

(MRT用カード発行者)

サーバ

BRT 1号線

AFC
Equip.

AFC
Equip.

購入利用

AFC
Equip.

AFC
Equip.

利用利用利用 利用購入

バス事業者

バス路線

AFC
Equip.

利用

ホーチミン市

近隣地域

ﾌｨｰﾀﾞ線

AFC
Equip.

利用

MRT1号線の以下資産を
利用する前提

・デポ内サーバルーム
・通信ネットワーク

更なる調査が必要  
図 6. 3  次期協力準備調査で検討すべき相互利用の範囲 

出典：調査団 

 
(実施機関) 

システム所管者である MAUR になると想定している。ただし、3.1.2 項で示したとおり、ホー

チミン市のバス IC カードについては DOT 等の機関を中心に検討中であることから、DOT との情

報共有も重要となる。

(資金調達計画) 

 5.3 節で示した範囲のシステム(Lv5)については、現地側において相互利用に係る構築計画がま

だ策定されていないため、その構築のための資金についても手当てがなされていない状況であり、

技術面及び資金面について別途の支援が要望されている。とくに MRT を所管する MAUR として

は路線間の相互利用確保の観点からも欠かせないシステムである。また、当該システムは JICA

における鉄道整備の目的としている公共交通負担率の増加に寄与するものであることから、わが

国の円借款制度による支援という選択肢も十分にあり得ると思われる。ホーチミン市の公共交通

モードを基にした場合、初期導入コストは概ね約 10 億円と比較的小規模であることから、返済義

務の無い無償借款制度の活用も検討する余地があると思われる。 
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(上位システム整備までの工程) 

MRT1 号線、2 号線、5 号線、BRT1 号線及びフィーダバスを範囲とする規模のものを構築する

想定で見ると、ホーチミン市の整備工程は図 6.4 となる。同様に、システムの設計開発には約 1

年、運用開始までのテスト及び準備として約 6 か月間を要すると見込まれるため、2019 年 1 月の

運用開始とした場合でも、2016 年 7 月頃にはシステム開発に係る入札準備作業に入る必要がある

と考えらえる。また、円借款として案件を組成するための前提として、2014 年下期には協力準備

調査が行われ、以下に示した事項が整理されることが望まれる。 

なお、この協力準備調査の前もしくは並行して、システム機能要件の前提となる公共交通料金

の方針(図 3.2 で示した 3 ステップ目の Fare Policy)の案が 2014 年内に草稿されることが前提であ

る。後段のビジネスモデル及びシステム検討の結果、再度、料金方針を見直す場合もあるため、

案文が完成した段階での検討を想定している｡ 

 

 
図 6. 4  ホーチミン市チケットマネジメントシステム構築に係る全体工程(案) 

出典：調査団 

<制度面> 

近隣省の交通モードからのデータを上位システムで取り扱う点と、カード発行体が DOT と

MAUR に分かれる点について以下の様な制度的な整理が必要になると考えている。 

・同一市の異なる行政機関が同発行する交通系 IC カードを相互に利用するスキーム 

・所属市が異なる組織体が発行する交通系 IC カードを相互に利用するスキーム 

・市域を跨いで使用される交通系 IC カードの利用情報(バリュー利用量及び各市の債権債務)

の算定を、代表市のみが一括して行うためのスキーム整理 

<組織面> 

上述したホーチミン市と近隣省との機能整理に加え、MAUR 及び O&M 会社において新たな機

能が追加されるため、当該業務の定義及び関係機関との関係整理が必要となる。具体的には 5.3.2, 

5.3.3 及び 5.3.5 項に示したカード発行及びその管理に関する事項である。 
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<業務面> 

業務の定義は、システム要件を定めるうえで最も重要な情報となる。具体的にはハノイ市にお

いて示した表 5.15 の業務一覧を定義したうえで、その業務フローを策定する必要がある。 

 

 
<システム面> 

MRT 及び BRT の券種や割引制度等に加えて、上記の業務フローを基に具備すべきシステム機

能を定義する。また、O&M 会社において同システムを運用するにあたり整備すべき統制(表 5.16

で例示した統制)を整理する。 

 
<ホーチミン市の IC カードに係る方針・規格策定への情報提供> 

2014 年 4 月 11 日に開催した DOT と調査団との会議では、とくに日本側からの支援は求められ

なかったが、お互いに情報提供はするという結論を得ている。このため、日本の事例等を基に DOT

の取組みに資する情報提供を継続的に行っていくことは、将来のバスとの相互利用を鑑みた場合

には有用な活動であると考える。本業務は図 6.5 に明記していないが、案件活動の節目で定期的

な情報交換が図られることが望ましい。 

2014 2015

組織

業務

システム

・省間の役割整理
・組織機能の整理

業務フロー

IT機能とIT全般統制要件

10 11 12 01 02 03 04

プロセス
マップ

制度
近隣省との
関係整理

05 06

 
図 6. 5  協力準備調査として実施すべきタスク概要(案) 

 出典：調査団 

統合 カード普及に向けたマーケティング活動の枠組み

本章では統合 IC カードの普及に向けたマーケティング活動について考察する。統合 IC カード

には公共交通における乗車券利用と、流通分野における電子マネー利用の両方の側面がある。 

公共交通の利用のために発行されたカードが、電子マネーでの利用が促進されることにより、

カードの普及や利用が更に加速することが期待される。そこで本章では、主として電子マネー利

用におけるマーケティング活動に焦点を当てる。本章で論じるマーケティング活動の目的は、統

合 IC カードによる電子マネー決済の規模を拡大することと位置づける。 
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統合 IC カードの普及は 2 つの活動に分けて考えることができる。 

1)カード所有のための施策 

消費者に対して統合 IC カードの所有を促進させるための活動 

2)カード利用の促進施策 

統合 IC カードの利用環境を整備することにより、利用を促進する活動 

消費者

IC

消費者

IC

消費者

IC

（施策１）
カード所有の
ための施策

IC IC IC IC IC IC IC IC IC

（施策２）
カード利用の
促進施策

 
図 6.6 統合 IC カードの普及活動 

出典：調査団

 

上記の２つの活動は、相互に補完的な関係にある。そのため、本章では両者を一体のものとし

て考察する。

その考察材料としてベトナム国で既にサービスが提供されている決済サービス、ポイントサー

ビスおよび優待サービスについて下表の通りの文献を用いた。その内容を踏まえ、本章の最後に

統合 IC カードの普及に向けたマーケティング施策について論じる。 

 

表 6.1 統合 IC カードの関連サービス 
サービス サービス利用の促進施策 

クレジットカード ポイントプログラム 
カード優待 
加盟店の拡大 

プリペイド型携帯電話サービス チャージ割り増し 
チャージ環境の整備

優待カード 加盟店の拡大 
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6.2.1 クレジットカードにおける施策 

ベトナムの商業銀行大手 6 行（内資系・外資系）の Web サイトから各行が発行するクレジット

カードのサービス内容を調査した。各銀行はカード所有者に対し、クレジットカード決済のサー

ビスに加えてカード利用を促進するための特典を提供している。 

 

表 6.2 銀行の提供するクレジットカード 

銀行名 カード名
年会費

(VND)

限度額

(VND)

月収

（VND)

ポイント
プログラム

カード
優待

その他の優待
（主なもの）*1

Citibank PremierMiles 1,500,000 900 million 20million X X
・航空マイレージ
・旅行保険

Citibank ACE Life Credit

Card
1,200,000 900 million 15million X X

Citibank Cash Back 1,000,000 900 million 15million X X

Classic Visa Credit Card 300,000 60 million 6million X X

Gold Visa Credit Card 600,000 300 million 12million X X

Platinum Visa Credit Card 1,200,000 1000 million 18million X X ・旅行サポートデスク

Premier MasterCard® Credit

Card
Free 1000 million UNK X X

・航空マイレージ
・空港ラウンジ
・コンシェルジュデスク

ANZ Signature Priority

Banking Visa Platinum

Credit Card

Free 1000 million UNK X X
・ゴルフサポートデスク
・コンシェルジュデスク
・旅行保険

ANZ Credit Card Classic 350,000 1000 million 20million X X
・ゴルフサポートデスク
・コンシェルジュデスク
・旅行保険

ANZ Credit Card Gold 550,000 400 million 16million X X

ANZ Credit Card Platinum 1,100,000 100 million 8million X X

Vietnam Airlines American

Express Platinum
800000

200 million

 or more
UNK X X

・ゴルフサポートデスク
・空港ラウンジ
・旅行保険

Vietcombank Visa Platinum 800000 1000 million UNK X X
・ゴルフサポートデスク
・旅行保険

Vietcombank VISA Gold 200000 300 million UNK - -

Vietcombank VISA Standard 100000 50 million UNK - -

Visa International Credit

Card standard
300,000 50 million UNK - -

Visa International Credit

Card gold
400000 900 million UNK - -

Eximbank-Visa Platinum

Credit Card
1,000,000

0.5 million

 USD
UNK - X

・ゴルフサポートデスク
・コンシェルジェデスク
・旅行保険

Cremium Visa Platinum

VietinBank
UNK 1000 million UNK - X

・ゴルフサポートデスク
・コンシェルジェデスク
・旅行保険

VietinBank Cremium

MasterCard
UNK 50 million UNK - X ・コンシェルジェデスク

VietinBank Cremium Card -

JCB
UNK 299 million UNK - X ・空港ラウンジ

citibank vietnam

HSBC vietnam

ANZ vietnam

Vietcombank

Eximbank

Vietinbank

 
出典：各銀行 Web サイト 

 

各社に共通して見られる特典を以下に示す。 

- ポイントプログラム（カード決済金額の一定割合をポイントで還元） 
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- カード優待 

- 保険 

- 空港ラウンジサービス 

- 旅行代理店サービス 

 

このうちポイントプログラム、カード優待については、日本でも採用されている施策であり、

ベトナム国の統合 IC カードにおいても参考になるものと考えられる。一方、保険や空港ラウンジ

サービス等の特典は高所得者の会員を優遇するサービスとして提供されており、統合 IC カードに

は馴染みにくいといえる。ここでは、ポイントプログラムやカード優待に注目する。 

 
(1) ポイントプログラム 

ポイントプログラムは、カード決済の回数や金額を増やすモチベーションとして世界中で広く

用いられているものである。統合 IC カードにおいても同種の試みは有効であると思われる。統合

IC カードの場合には、特に通勤や通学に際して日常的に電子マネー機能を利用するユーザがいる

と思われる。彼らにポイントプログラムを提供することによって電子マネーによる購買行動を習

慣化できることが期待できる。 

3.2 その他利用でヒアリングを実施したベトナム国資本の小売事業者では、ポイントプログラム

を導入しているが、担当者によるとポイントプログラムは都市部の消費者には広く受け入れられ

ているとのことであった。当該小売事業者では、利用金額の総額に応じて割引率が異なるなど、

ロイヤリティを高めるように工夫がされており、このような仕組みは統合 IC カードの施策におい

ても参考になるところは多いといえる。 

なお、特定の店舗やクレジットカードに依存せずにポイントを受け取ることができる共通ポイ

ントプログラムがベトナムでも提供され始めている。このことからもベトナム国におけるポイン

トプログラムへの関心の高まりが窺える。27 

 
(2) カード優待 

カード優待は、特定加盟店でクレジットカード決済を行った時にその場で 10%から 30%程度の

値引きを行うものである。カード優待は現金決済の代わりにカード利用を促進する効果がある。

文献調査では確認できなかったが、例えば日本においては金銭的な割引だけでなく、ノベルティ

のプレゼントや予約の優先といった割引以外のカード優待も提供されている。これらの取り組み

は統合 IC カードにおいても有効であると思われる。 

 
                                                        
27 一例に Lingo がある。2012 年よりサービスを開始し現在のカード利用者は 3 万人である。(Lingo web サイト,

http://card.lingo.vn/tin-tuc/the-lingo-dep-hon-voi-dien-mao-moi-504.html) 加盟店はハノイ市およびホーチミン市の

400 箇所の他に EC サイトでも利用可能である。(VnExpress,2013 年 10 月 1 日,http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-t
uc/hang-hoa/san-pham-moi/phat-hanh-the-dong-thuong-hieu-vinaphone-lingo-2887705.html) 
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(3) 加盟店の拡大 

カード優待を提供する加盟店の名称や住所等はカード発行者の Web サイト上に掲載されてい

る。それらの情報はカード所有者がカード優待を受けられる店舗を優先的に利用するきっかけと

なっている。加盟店はカード優待により顧客の増加を期待できる。これによりカード優待は事業

者が加盟店となる動機のひとつとなる。この取り組みは統合 IC カードにおいても同様に有効であ

ると思われる。 

 
6.2.2 プリペイド型携帯電話サービスにおける施策 

ベトナム国ではプリペイド型携帯電話サービスが提供されている。大手携帯電話会社である３

社（Viettel、Vinaphone、Mobiphone）を対象として利用残高のチャージを促進する施策について

調査した。 

 
(1) チャージ割り増し 

各社は不定期にチャージ金額の割り増しを行っている。これはチャージをした際に支払い金額

よりも多くの金額がチャージされる優遇策である。28 一例として、ある日の 0 時から 24 時の間

にチャージをした場合には、投入金額から 50%の優遇が得られるものがある。これらは Web サイ

トで事前に通知される他、携帯電話の SMS によっても通知される。このような特典は利用者がよ

り多くのチャージをするための動機となる。この取り組みは統合 IC カードにおいても有効である

と思われる。 

 
(2) チャージ環境の整備 

ベトナム国のプリペイド携帯電話はチャージ方法が多様である。 

- 小売店の店頭でチャージ用のスクラッチカードを購入する 

- 銀行口座と携帯電話番号を連携し SMS でチャージする 

- インターネット上のチャージサービスを利用する 

- コンビニエンスストア等に置かれた KIOSK 端末を利用する 

このように充実したチャージ環境を提供することは、統合 IC カードの利用促進に寄与すると思

われる。統合 IC カードとプリペイド携帯電話は、いずれも利用者の身近な生活シーンで利用され

る。よって統合 IC カードにとって、プリペイド携帯電話のチャージ環境の整備状況がひとつの判

断基準となる。言い換えれば、プリペイド携帯電話のサービス水準を大きく下回るようでは、ベ

トナム国民は統合 IC カードのチャージ環境に対し不満を感じる恐れがある。 

 

                                                        
28Viettel によるチャージ金額の割り増しの告知
(https://vietteltelecom.vn/tin-tuc/tin-khuyen-mai/tang-50-the-nap-cho-thue-bao-tra-truoc-dang-hoat-dong-41.html) 
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6.2.3 優待カードにおける施策 

統合 IC カードが利用されるようなハノイ市やホーチミン市あるいはダナン市といった都市は

観光やビジネスの目的で一時的に滞在する旅行者が多く集まる場所である。2013 年にベトナムを

訪れた外国人旅行者は 757 万 2352 人であり、昨年度対比で 10.6%増加した。29 ハノイ市では 2013

年に 258 万人の外国人旅行者によって 38 兆 5000 億 VND(18 億 3000 万 USD)の収入を得ており

2014 年には 300 万人の来訪を目指すとしている。30 旅行者の多くは都市交通やその周辺の商品・

サービスを活発に消費するため、統合 IC カードの利用促進を考えるにあたって意識すべき存在で

ある。その参考としてダナン市で観光客を対象に提供されている優待カードサービスについて調

査した。 

ベトナム国で著名な観光地であるダナン市では、民間企業の Skylight Media JSC が Tourist Card

を発行している。Tourist Card は決済機能を持たない単なるカードである。観光客が加盟店を利用

する際にこのカードを提示することによりその場で割引を受けることができる。将来的には決済

機能を搭載したいという考えが Skylight Media 社から発表されているが、現時点では支払は現金

等で行う必要がある。31 Tourist Card は 1 枚 9 万 VND で販売されており、発行枚数は 3000 枚で

ある。加盟店の数は現時点ではダナン市の 200 の観光関係の店舗であり、利用者は 10%から 50%

の割引を受けることができる。Tourist card の Web サイトはホテル、ショッピングセンター、レス

トラン等を紹介するポータルサイトになっている。32 

旅行者がよく利用しそうな都市交通、ホテルあるいはレストランのような加盟店を整備する取

り組みは統合 IC カードの普及において効果的であると思われる。 

 
6.2.4 現行サービスからの考察 

 
(1) 統合 IC カードの利用環境整備 

統合 IC カードを電子マネーとして利用できる加盟店が拡大する途上段階では、利用者にとって

どの店舗で使えるかがわかりにくい。共通ポイントプログラムの Lingo は、スマートフォンアプ

リや Web サイトを通じて、消費者に対して利用可能な店舗の情報を提供している。それと同時に

加盟店は自身の商品やサービスを宣伝する場所としてそれらを活用している。また、店頭に掲示

する Lingo サインを提供している。このような取り組みを通じて統合 IC カードの加盟店となるこ

とのメリットが事業者に認知され、加盟店が増加していくことが期待される。 

 

                                                        
29 ベトナム国文化・スポーツ・観光省(http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/6709) 
30 ベトナム国文化・スポーツ・観光省(http://vietnamtourism.gov.vn/english/index.php/items/6862) 
31 2014 年 1 月 22 日報道(http://www.eturbonews.com/41965/vietnam-introduces-discount-card-tourists) 
32 Tourist card web サイト(http://www.touristcard.net.vn/) 
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図 6.7 Lingo スマートフォンアプリ及び加盟店サイン 

 左側：スマートフォンアプリ、 右側：加盟店サイン 
 出典：Lingo Web サイト 

 
(2) 統合 IC カードの利用促進 

統合 IC カードの利用回数や金額を拡大するためには、利用規模の大きい利用者への優遇が重要

である。そのためにはクレジットカードや Lingo のように利用優待やポイントプログラムを整備

することが有効であると思われる。本報告書 3.2 その他利用で実施したヒアリング調査において

も「ディスカウント等の目に見える形でのメリット」が有効である旨のコメントがあった。 

ただし、ポイントを発行するためにはカード発行者がその原資を負担する必要がある。その点

において、統合 IC カードは公的なカードであるため、ポイントの原資の負担が問題になる可能性

がある。確かに、他国の事例を見れば必ずしもカード発行者が原資を負担するとは限らない。ポ

イントを利用したい事業者が自らポイント原資を負担ケースもある。例えば、小売店が統合 IC カ

ードの発行主体に費用を支払い、自社の顧客に多くのポイントを付与し多くの顧客を獲得すると

いう事例がある。しかしそのような商業的色合いの強い活動を統合 IC カードの発行主体が担うこ

とができるかどうか今後の検討が必要である。チャージ金額の割り増しについてもこれと同様に

原資負担について今後の検討が必要である。 
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Appendix - 1 ベトナム周辺国における交通系 IC カードの状況 
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Appendix - 2 日本における全国相互利用対象鉄道事業者の路線数・営業キロ 
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Appendix - 3 ホーチミン市バスにおける IC カード導入に向けた施策 
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[1. Coupon Tickets] 
Introducing coupon tickets and discontinuing commuter passes in order to recognize ridership accurately

[2. Farebox System] 
Introducing Farebox system and discontinuing conductor system in order to align passenger flow.

[3. Smartcard Pilot Program]
Contactless prepaid-type smartcards were introduced on 
two bus routes, however it was suspended due to low 
usage,

20102009 2011 2012 2013 2014
 

Fig. Actions toward Smartcard Implementation for HCMC Bus System  
Source: Study team based on interview with MOCPT dated Apr 17, 2014 

[1. Coupon Tickets] 
In order to recognize the ridership accurately, DOT decided to change their ticket system: 
discontinuing commuter passes and introducing coupon tickets. It is quite similar to the system which 
had been used during the high economic growth era in Japan (1970s – 80s’). Coupon ticket is a kind 
of prepaid ticket (booklet type). In advance of taking bus services, a passenger has to pay 
135,000VND for 30 trips, single trip tickes cost 5,000VND. These tickets can be bought at ticket 
stations operated by MOCPT. A passenger enjoys 10% discount. When a passenger takes a bus, he/she 
has to show a booklet to a conductor, and then the conductor will tear off one coupon from the booklet. 
Based on the received coupons, MOCPT can recognize the ridership accurately. It may contribute to 
their future planning such as reconsidering time-table and fare level, and introducing new system. 

 
Fig. Coupon Ticket  

Left side: cover of coupon booklet, Right side: coupons inside booklet 
Source: MOCPT 

[2. Farebox System] 
This system was started in 2009, in order to reduce conductors and align passenger flow. At the 
moment, the city has installed around 500 of this system on 35 bus routes. The system is also quite 
similar to the one which had been used during the high economic growth era in Japan (1970s – 80s’). 
A passenger boards the bus at the front and puts cash into a fare box. After paying the cash, the driver 
presses the button, and then a receipt will be printed. When students take a bus, they should show their 
ID to the driver, who then presses the button for student fare (2,000VND), and a receipt for student 
fare will be printed. Passenger identification is now being carried out manually. If they do not have 
exact fare, they should ask the driver to provide change (coins). Thanks to the fare collecting system, 
bus operators can run their operation without conductors. 
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Fig. Fare Collection System  
Source: Study team (Feb. 20, 2014) 

 
At this moment, MOCPT has no plan to expand this system to other lines due to safety reason. Based 
on regulations, a driver must stop a bus for receiving passengers, however, practically they receive a 
passenger on slow-speed operation to keep a time-table.  

 

 

As indicated in receipt, fare is directly 
received by an operator (Saigon Bus).
 
As a serial number indicating, it can be used 
for ridership counting. 

Fig. Receipt printed by the fare collection system 
Source: Study team (Feb. 20, 2014) 

 

 

Left button: printing receipt (adult) 
Right button: printing receipt (student) 
 

Fig. Control Box 
Source: DaviSofts Web site (http://www.davisoft.com.vn/Content.aspx?news_id=329) 

 
The fare collecting system together with GPS was developed by a local company, namely “Davisoft”. 
According to their website, they are the first company to deploy the system automatically issues bus 
tickets on the bus. They spent 3 years for the system development, 2009 to 2011.  

(Left) The fare collection system consisting of: 
1)Fare box, 2) change dispense, 3)control 
box, and 4) printer. 

(Bottom) Adult passenger is now getting into bus and 
putting cash into a fare box. 

printer 

Control box 

Change dispenser 

Fare box 
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[3. Smartcards Pilot Program] 
As described in the table below, there were two stories for transport smartcards in HCMC.  

Table: Stories for Transport Smartcard in HCMC 

Duration Related parties Description 
2010 
 to 

2 012 

MOCPT and 
ELINCO (SOE under 
Ministry of Defense) 

This was a pilot program implemented by the city. It is 
now suspended due to low usage. It may be due to lack of 
charge points (only 3) and benefit for passengers.  
(For the details, see the table below.) 

2012 MOCPT, DOST and 
VietinBank 

This is a VietinBank’s proposal which applies 121 buses 
on 5 routes. However, DOT suspended this proposal to 
keep the city’s independency. 

Source : Interview with MOCPT dated Apr 17, 2014 and  
 Saigon times web dated Oct 10- 2012 (http://english.thesaigontimes.vn/Home/business/other/25974/) 

 
Table Overview of Smartcard Program in HCMC 

Items Description 
Trial duration 2010 to 2012 

(Line 1 in January 2010, 27 in March 2010 respectively) 
Applied routes bus routes 1 (Ben Thanh – Cho Lon Bus Station) and 27 (Ben Thanh -Au 

Co - An Suong Bus Station). 
Card issuing: 
 

Issuing fee was VND30,000. Passengers must register their personal 
information to the MOCPT. In this program, MOCPT issued 160 cards. 

Ticket Type: 
 

There are three types of cards: 
  
A monthly student card: It can be purchased for a minimum of 
VND63,000, equivalent to 60 trips or VND1,050 per trip. 
 
Monthly cards for adults: It cost a minimum of VND90,000 equivalent to 
60 trips or VND1,500 per trip. 
 
Yearly cards (reusable): Passengers must add at least VND69,000 to their 
cards each time, equivalent to 30 trips or VND2,300 per trip. 

Top-up Points: 
 

Passengers can add money to their cards at 3 top-up points only: Saigon 
Bus Station, Le Lai Street (District 1) and Cho Lon Bus Station. 

Card Management The blacklist function was implemented. 
 

Image 

 
 

Source: Sai Gon Giai Phong newspaper website(http://www.saigon-gpdaily.com.vn/Hochiminhcity/2010/1/78190/)  
  Interview with MOCPT dated on Apr 17, 2014.  
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Appendix - 4 上位システムのコスト 
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